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建設環境委員会会議録 

 

令和４年３月１１日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ４時０５分閉議（実時間２８２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・令和３年度八代市一般会計補

正予算・第１３号（関係分） 

１．議案第４号・令和３年度八代市農業集落排

水処理施設事業特別会計補正予算・第２号 

１．議案第７号・令和３年度八代市下水道事業

会計補正予算・第２号 

１．議案第８号・令和４年度八代市一般会計予

算（関係分） 

１．議案第１２号・令和４年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計予算 

１．議案第１３号・令和４年度八代市公共浄化

槽等整備推進事業特別会計予算 

１．議案第２０号・令和４年度八代市下水道事

業会計予算 

１．議案第２３号・市道路線の認定について 

１．議案第２４号・八代市土地開発公社の解散

について 

１．議案第３８号・八代市特定用途制限地域に

おける建築物等の用途の制限に関する条例

の一部改正について 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  谷 川   登 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  木 村 博 幸 君 

委  員  谷 口   徹 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 建設部長       沖 田 良 三 君 

  建設部次長     高 木 剛 生 君 

  建設部次長     西   竜 一 君 

  都市整備課長    深 川 洋 光 君 

  土木課長      竹 原 彰 吾 君 

  下水道総務課長   奥 村 勝 己 君 
 
  下水道総務課長補佐 
            上 村 和 寛 君 
  兼水洗化促進係長 
 
 
  下水道総務課 
            園 田 哲 次 君 
  主幹兼経営係長 
 

  住宅課長      早 木 浩 二 君 
 
  理事兼 
            涌 田 直 美 君 
  下水道建設課長 
 

  用地課長      正 山 茂 文 君 

  建設政策課長    一 美 晋 策 君 

 市民環境部長     谷 脇 信 博 君 

  市民環境部次長   嶋 田 和 博 君 

  環境センター管理課長 稲 本 健 一 君 

  理事兼環境課長   武 宮   学 君 
 
  理事兼 
            坂 口 初 美 君 
  循環社会推進課長 
 

                              

○記録担当書記     緒 方 康 仁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、定刻とな

り、定足数に達しましたので、ただいまから建

設環境委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 なお、令和２年７月豪雨に関連する予算、事
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件、条例案等につきましては、特別委員会に付

託となりますので、御承知おき願います。 

                              

◎議案第１号・令和３年度八代市一般会計補正

予算・第１３号（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第１号・令和３年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中、当委員会関係分を議題とし、

説明を求めます。 

 それでは、歳出の第７款・土木費について、

建設部より説明願います。 

○建設部長（沖田良三君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）建設部の沖田でございます。 

 それでは、本委員会に付託をされました議案

のうち、議案第１号・令和３年度八代市一般会

計補正予算・第１３号の建設部所管分につきま

して、高木次長より説明いたさせますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○建設部次長（高木剛生君） 皆さん、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）建設部の高木でございます。よろし

くお願いいたします。それでは、着座にて御説

明いたします。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設部次長（高木剛生君） それでは、お手

元の議案第１号・令和３年度八代市一般会計補

正予算書・第１３号をお願いいたします。 

 ２１ページをお開きいただき、上の表を御覧

ください。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目４・橋

梁維持費は、補正額１億１００万円を増額補正

し、２億８７９８万２０００円としておりま

す。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が５５５５万円、地方債が４５４０万円、一

般財源が５万円でございます。 

 補正額の内訳は、節１２・委託料を９０００

万円、節・１４工事請負費を１１００万円増額

するものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

橋梁長寿命化修繕事業でございまして、国の補

正予算に伴い、令和４年度に予定しております

事業の一部を前倒しして実施するため、補正を

お願いするものでございます。 

 次に、２１ページ、中段の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項３・河川費、目１・河川費

は、補正額４８０万円を増額補正し、８１２６

万２０００円としております。補正額の財源内

訳につきましては、地方債が４８０万円でござ

います。 

 補正額の内訳は、節１８・負担金補助及び交

付金を４８０万円増額するものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

県河川海岸事業負担金事業でございまして、こ

れは、県が進めております海岸事業において、

国の補正予算に伴い、事業の一部を前倒しして

実施するため、その負担金を増額補正するもの

でございます。 

 次に、２１ページ、下の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目２・街

路事業費は、補正額１億１０８０万円を増額補

正し、２億１５６６万４０００円としておりま

す。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が４９００万円、地方債が５９３０万円、一

般財源が２５０万円でございます。 

 補正額の内訳は、節１２・委託料を２７４９

万２０００円、節１４・工事請負費を７０５０

万８０００円、節１８・負担金補助及び交付金

を１２８０万円増額するものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

西片西宮線道路整備事業が９８００万円、南部

幹線道路整備事業が１２８０万円でございます。 

 まず、西片西宮線道路整備事業につきまして
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は、国の補正予算に伴い、事業の一部を前倒し

して実施するための補正をお願いするものでご

ざいます。 

 また、県が事業を進めております南部幹線道

路整備事業につきましても、同じく国の補正予

算に伴い、事業の一部を前倒しして実施するた

め、その負担金を増額補正するものでございま

す。 

 次に、２１ページ、下の表の２段目を御覧く

ださい。 

 目４・公園費は、補正額２０００万円を増額

補正し、２億９０６２万４０００円としており

ます。補正額の財源内訳につきましては、国庫

支出金が１０００万円、地方債が１０００万円

でございます。 

 補正額の内訳は、節１４・工事請負費を２０

００万円増額するものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

公園施設長寿命化対策支援事業でございまし

て、国の補正予算に伴い、事業の一部を前倒し

して実施するため、補正をお願いするものでご

ざいます。 

 別冊の委員会資料、議案１号の２ページを御

覧ください。 

 橋梁長寿命化修繕事業を茶色で、県河川海岸

事業負担金事業を青色で、西片西宮線などの街

路事業を黒色で、公園施設長寿命化対策支援事

業を緑色で、それぞれの事業箇所を示しており

ます。 

 以上、議案第１号・令和３年度八代市一般会

計補正予算・第１３号のうち、本委員会に付託

されました建設部所管分についての説明を終わ

ります。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。 

○委員（太田広則君） 公園施設長寿命化対策

支援事業で、古城児童公園、私の町内なもんで

すから、少し詳細をお聞きしたいんですが、今

ほとんど鉄も絡んでの遊具だと思いますが、こ

れがほとんどプラスチック化されていく遊具に

変わっていくんでしょうか。その詳細だけちょ

っと教えてください。 

○都市整備課長（深川洋光君） 都市整備課、

深川です。よろしくお願いします。 

 委員お尋ねの古城児童公園につきましては、

現在ブランコ、砂場等がございますけれども、

こちらのほうを四連ブランコですね、に新しく

するということになります。平成２５年度にも

鉄の複合遊具も改築はしておりますけれども、

今回は、ブランコの改築になります。先ほどの

砂場というのは、ちょっと訂正、違います。ブ

ランコの改築になります。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい、分かりました。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑はありま

せんか。 

○委員（谷口 徹君） 橋梁長寿命化修繕事業

なんですけども、市のホームページ見たら、計

画を策定されてましたけども、直近の計画策定

年、それと対象の橋梁数、それと対象となる橋

梁の要件を教えていただければと思います。 

○土木課長（竹原彰吾君） 土木課の竹原でご

ざいます。今、委員お尋ねのですね、橋梁長寿

命化についてお答えいたします。 

 直近のですね、計画策定といいますのが令和

元年度になります。それと、対象の橋梁数でご

ざいますが、全部で１８６１橋ございます。進

捗状況といいますか、現在ですね、この点検を

行いますけれども、５年ごとに点検を行ってい

きます。判定がですね、損傷度合いが１から４

までございまして、３以上になりますと何らか

の対策をしないといけないということでござい
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ますが、今、令和２年度のですね、末でござい

ますが、３判定の橋が１０４橋ございます。そ

のうちですね、２９橋につきましては、現在、

着手、補修設計を出しているということでござ

いまして、こういうのをですね、また今後続け

ていくということになります。 

 以上、お答えをいたします。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） 分かりました。 

○委員長（上村哲三君） 資料提供か何か求め

ますか。 

○委員（谷口 徹君） いいえ、よろしいで

す。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですね。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（山本幸廣君） 今、説明がありました

中でですね、前倒しという、ここ辺りについて

は、私は本当にこう職員の方々も大変御苦労か

と思います。 

 同時に１つ心配するのはですね、前倒しして

いけば、どうしても、同業者の方々に対しては

ですね、私は物すごくメリットがあると思うん

ですよ。 

 やはり令和３年度の事業の完了というのは大

体が３月３１日を目安にして、できなかった場

合には繰越しをするというような状況ですので、

今回についての前倒しというのはですね、私は、

この災害どきに、きちっとした裏づけがあって

前倒しをされたということで、大変理解はして

おります。このような状況でですね、しっかり

した前倒しの中で、やはり建設業界等もですね、

しっかり協会とコンセプトを取りながらですね、

頑張っていただければなと、そのように思いま

す。 

 今回については、本当にこの予算というのは、

すばらしいですよ。 

○委員長（上村哲三君） 小会します。 

（午前１０時１２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１２分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

○委員（山本幸廣君） 訂正をさせてください。

平成を令和ということに訂正をさせていただき

たいと思います。 

○委員長（上村哲三君） そのようにお願いし

ます。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１号・令和３年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中、当委員会関係分については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため小会いたします。 

（午前１０時１２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１４分 本会） 

◎議案第４号・令和３年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計補正予算・第２号 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第４号・令和３年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計補正予算・第２号

を議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下水道総務課

の奥村でございます。よろしくお願いします。

着座にて説明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 
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○下水道総務課長（奥村勝己君） それでは、

議案第４号・令和３年度八代市農業集落排水処

理施設事業特別会計補正予算につきまして、説

明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条第１項で、歳入歳出補正予算の総額に、

それぞれ２万円を追加し、９４２５万１０００

円といたしております。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、２ページの第１表、歳入歳

出予算に記載しております。 

 それでは、本補正予算につきまして、３ペー

ジからの説明書を基に御説明いたします。 

 おめくりいただきまして、５ページをお願い

いたします。 

 歳入でございます。 

 款３・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金、

補正前の額４３９３万３０００円に、補正額２

万円を追加し、４３９５万３０００円としてお

ります。 

 下段の歳出を御覧ください。 

 款２、項１・公債費、目２・利子、補正前の

額５１９万円に補正額２万円を追加し、５２１

万円としております。 

 内訳は説明欄に記載のとおりでございます。 

 増額した理由といたしましては、この貸付け

は金融機関による入札を行い、これまでは貸付

け利率が０.３％ほどであったものの、令和２

年度は０.５％となり、予算に不足が生じたこ

とが原因でございます。 

 以上で、議案第４号・令和３年度八代市農業

集落排水処理施設事業特別会計補正予算の説明

を終わります。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４号・令和３年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計補正予算・第２号につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため小会いたします。 

（午前１０時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１７分 本会） 

◎議案第７号・令和３年度八代市下水道事業会

計補正予算・第２号 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第７号・令和３年度八代市下水道

事業会計補正予算・第２号を議題とし、説明を

求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村でございます。隣が下水道建設課長の

涌田でございます。よろしくお願いいたします。

着座にて説明いたします。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 議案第７

号・令和３年度八代市下水道事業会計補正予

算・第２号について説明いたします。補正予算

書・第２号をお願いします。 

 今回の補正の内容は、昨年の１２月２０日に

成立しました国の令和３年度１次補正予算によ

り、社会資本整備総合交付金の内示がありまし

たことから、これを活用し、管渠築造工事、中

央ポンプ場改築工事及び水処理センター施設の

詳細設計などの事業推進を図るため、所要の事
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業費につきまして、補正をお願いするものです。 

 それでは、補正予算書の１ページをお願いい

たします。 

 第２条の業務の予定量では、主要な建設改良

事業の管渠施設整備費で２億５０００万円を追

加し、補正後の額を１１億９１０万１０００円

に、ポンプ場施設整備費で９７００万円を追加

し、補正後の額を３億８９４４万６０００円に、

水処理センター施設整備費で２５００万円を追

加し、補正後の額を３９７９万円としておりま

す。 

 次に、第３条の資本的収入及び支出額では、

当初予算における第４条本文括弧中に記載して

おりました、資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額及びその補塡財源につきまして

は、今回の補正により変更となったものを改め

ますとともに、収入では、第１款・資本的収入、

第１項・企業債で１億６５５０万円、第２項・

補助金で１億８６００万円をそれぞれ追加し、

資本的収入の補正後の総額を２３億５６万９０

００円としております。 

 ２ページをお願いします。 

 次に、支出では、第１款・資本的支出、第１

項・建設改良費で、３億７２００万円を追加し、

資本的支出の補正後の総額を３３億７３９７万

円としております。 

 なお、補正額の内容につきましては、後ほど

説明させていただきます。 

 次に、第４条、企業債では、資本的収入にお

ける企業債の増額に伴い、起債の借入れ限度額

の変更を行っております。 

 続きまして、３ページからが下水道事業補正

予算書に関する説明書でございます。 

 ５ページが補正予算の実施計画、６ページが

資本的収入及び支出の明細でございます。 

 ６ページを御覧ください。 

 まず、収入につきましては、款１・資本的収

入、項１・企業債、目１・企業債で１億６５５

０万円を追加しまして、補正後の計を１２億５

３５０万円としております。 

 次に、項２・補助金、目１・国庫補助金で、

１億８６００万円を追加しまして、補正後の計

を５億４２００万円としております。 

 ７ページをお願いします。 

 支出につきましては、款１・資本的支出、項

１・建設改良費、目１・管渠施設整備費で２億

５０００万円を追加しまして、補正後の計を１

１億９１０万１０００円としております。 

 補正額の内訳としましては、まず、ストック

マネジメントに関する経費としまして、委託料

及び工事請負費を合わせ８０００万円、その他

未普及地域に係る管渠築造工事費としまして、

１億７０００万円を予定しております。 

 次に、目２・ポンプ場施設整備費で９７００

万円を追加しまして、補正後の計を３億８９４

４万６０００円としております。 

 補正額の内訳としましては、平成２９年度か

ら実施しております、中央ポンプ場改築工事の

５期目として９０００万円、ポンプ場施設の持

続的な機能確保等を図るための点検調査・改築

修繕計画を策定するため、ストックマネジメン

ト改築基本計画策定業務委託として７００万円

を予定しております。 

 次に、目３・水処理センター施設整備費で２

５００万円を追加しまして、補正後の計を３９

７９万円としております。 

 補正額の内訳としましては、ポンプ場施設と

同様に、機能確保等を図るための点検調査・改

築修繕計画策定のためのストックマジメント改

築基本計画策定業務委託１５００万円、耐水化

工事に伴う経費としまして、委託料及び工事費

を合わせ１０００万円を予定しております。 

 なお、それぞれの予定箇所につきましては、

お手元の別紙、建設環境委員会資料を後ほど御

参照いただければと思います。 

 また、今回の補正予算につきましては、全額
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繰越しを予定しており、後ほど説明いたします

令和４年度当初予算と併せまして、事業を推進

していく予定としております。 

 以上、議案第７号・令和３年度八代市下水道

事業会計補正予算・第２号の説明を終わります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７号・令和３年度八代市下水道事業会

計補正予算・第２号については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため小会いたします。 

（午前１０時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２６分 本会） 

◎議案第８号・令和４年度八代市一般会計予算

（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８号・令和４年度八代市一般会

計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明を

求めます。 

 まず、歳出の第４款・衛生費について、市民

環境部より説明願います。 

○市民環境部長（谷脇信博君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）市民環境部の谷脇でございます。よろしく

お願いいたします。 

 議案第８号・令和４年度八代市一般会計予算

のうち、当委員会所管の衛生費中、市民環境部

及び建設部が所管します当初予算につきまして、

総括を述べさせていただきます。着座にて説明

させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 失礼します。 

 まず、予算の説明に入ります前に、来年度か

ら、環境部門の組織機構の再編について、簡単

に御説明させていただきます。 

 し尿処理施設や火葬場など、環境関連施設の

迅速な整備及び適切な維持管理を行うため、環

境施設課を設置し、関連業務などの集約、一元

化を図ります。 

 同課の新設に合わせまして、組織のスリム化、

効率化の観点から、現行の環境課、循環社会推

進課、環境センター管理課の３課を環境課、循

環社会推進課、そして環境施設課の３つに再編

することといたしております。 

 それでは、令和４年度の衛生費関係予算につ

きまして、御説明させていただきます。 

 予算書の１２ページをお願いします。 

 款４・衛生費でございます。 

 衛生費欄には、健康福祉部所管分と市民環境

部所管分及び建設部所管分を含めた予算が記載

されております。 

 款４・衛生費の令和４年度予算額は３９億４

６３４万７０００円で、うち健康福祉部所管分

を除く予算は、２０億６４０５万７０００円で

ございます。 

 令和３年度予算は３７億４５９４万２０００

円で、健康福祉部所管分を除く予算は２１億９

９２万７０００円となっており、増減額では、

全体で２億４０万５０００円の約５.３％の増、

健康福祉部所管分を除く予算は４５８７万、約

２.２％の減となっております。 

 増減の主な要因でございますが、八代生活環

境事務組合の負担金の減などが主な理由でござ



 

－8－

います。 

 次に、令和４年度環境施策に関する主な取組

として、４点ほど説明させていただきます。 

 １点目、環境関連施設についてでございます。 

 斎場や衛生処理センターなど、環境部門が所

管いたします施設は老朽化したものが多く、各

施設の安全性や処理能力を維持するための対応

を重点的に進めながら、市民への安定的なサー

ビス提供が維持できるように努めます。 

 また、将来に安定して安全に斎場機能を維持

するためには、施設全体の更新が必要でありま

すことから、八代生活環境事務組合や氷川町と

も協議しながら、延命化対策と同時並行で、１

日でも早い新斎場整備に向けて検討を行ってま

いります。 

 なお、清掃センターにつきましては、環境セ

ンターの完成に伴い、平成３０年をもって、ご

み焼却施設としての役目を終えましたことから、

今後、施設の解体に向けて取り組んでまいりま

す。 

 ２点目、環境保全対策についてでございます。 

 本定例会におきまして、市長が２０５０年ま

でに、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする

ゼロカーボンシティの実現を目指すことを表明

されたところでございます。 

 引き続き、住宅用太陽光発電システムなど、

普及を図りますとともに、２０５０年カーボン

ニュートラルの実現に向けて、今後、中長期的

な目標を設定した上で、具体的な取組を進めて

まいります。 

 ３点目、ごみ減量化対策でございます。 

 ごみの減量と再資源化への取組につきまして

は、市報折り込みによる啓発チラシの配布に加

え、市ホームページやスマートフォンのごみ分

別アプリサービスを活用し、食品ロス削減やリ

デュースなどの３Ｒに関する内容のほか、紙類

やプラスチックなどを資源循環するための正し

い分別方法について、より多くの皆様に情報発

信してまいります。 

 ４点目になりますが、環境センター、エコエ

イトやつしろは平成３０年１０月の本格稼働以

降、令和２年７月豪雨で発生しました、可燃性

災害廃棄物の受入れも昨年度から引き続きやっ

ておりますが、安定したごみ処理ができており

ます。 

 なお、令和４年４月には、国のプラスチック

に係る資源循環の促進等に関する法律が施行さ

れる予定となっており、今後さらに、再資源化

の推進を行うために、令和４年度は民間事業者

を活用するなどの対応を予定しております。 

 また、エコエイトやつしろを活用した環境学

習につきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響により、昨年度に続き、施設見学など、

御希望に沿えないところがございましたが、緑

地広場につきましては、休日に限らず、家族連

れなど、コロナ禍前と同じように、多くの皆様

に御利用いただいているところでございます。 

 今後も施設の安定稼働に努めながら、ごみの

適正処理はもとより、環境学習の拠点として、

より多くの市民の皆様に御利用いただけるよう

努めてまいります。 

 以上でございますが、今後も市議会をはじめ、

市民の皆様の御意見を伺いながら、改善すべき

ところは改善し、環境に優しいまちづくりを目

指し、事業の着実な遂行に努めてまいります。 

 各事業の内容につきましては、担当の嶋田次

長から説明いたさせますので、よろしくお願い

いたします。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）市民環境部の嶋田でございます。よろし

くお願いします。着座にて説明させていただき

ます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） 議案第８

号・令和４年度八代市一般会計予算中、本委員
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会に付託されました第４款・衛生費のうち、市

民環境部及び建設部が所管します歳出予算につ

いて説明させていただきます。 

 令和４年度当初予算の総括につきましては、

先ほど谷脇部長が説明をいたしましたので、私

からは予算書の目ごとに順次説明をさせていた

だきます。 

 それでは、予算書７５ページをお開きくださ

い。 

 まず、下段になりますが、款４・衛生費、項

１・保健衛生費、目３・斎場管理費でございま

す。６０５１万４０００円を計上し、前年度よ

り３４９万６０００円の減額となっております。

これは、八代生活環境事務組合負担金（火葬場）

の減額が主な理由でございます。 

 まず、斎場管理費の事業概要について、右端

の説明欄を御覧ください。 

 斎場管理運営事業及び下の斎場施設整備事業

ですが、松崎町にあります当該施設は老朽化が

進んでおりますことから、安全面、衛生面に配

慮した適切な管理運営に必要な費用を計上して

おります。また、施設の老朽化対策として、定

期的な改修を実施し、炉などの緊急停止等が起

こらないよう施設整備を行うものでございます。 

 １つ飛びまして、生活環境事務組合負担金事

業（火葬場）は、東陽町にあります八代生活環

境事務組合斎場の維持管理に充てる本市負担金

と本市及び氷川町の住民が、市斎場と組合斎場

を同額で利用できるよう協定を結んでいる斎場

相互利用負担金を計上しております。 

 次に、節ごとに内容を説明しますが、主に金

額が大きいものについて述べさせていただきま

す。 

 節１０・需用費３３０万円は、令和３年度の

火葬設備等保守点検により、劣化が判明しまし

た主燃バーナーの傾動装置の更新費用１０３万

４０００円、電気料等の光熱水費１６８万１０

００円が主なものでございます。 

 節１２・委託料３１２５万円は、市斎場の運

転管理業務委託２９００万１０００円、火葬設

備等保守点検業務委託４９万５０００円が主な

ものでございます。 

 節１４・工事請負費３９８万７０００円は、

市斎場の炉前ホールの空調設備の更新費用でご

ざいます。 

 節１８・負担金補助及び交付金２１８１万７

０００円は、八代生活環境事務組合の負担金１

８９４万１０００円、斎場相互利用協定に基づ

き、組合斎場を利用した場合に生じる市の負担

金２８７万６０００円でございます。 

 次に、特定財源の御説明をいたします。 

 その他の特定財源７４９万２０００円は、市

斎場使用料７２９万１０００円、氷川町からの

斎場相互利用負担金１５万円が主なものでござ

います。 

 続きまして、７６ページを御覧ください。 

 目４・狂犬病対策費でございます。７５２万

２０００円を計上し、前年度より１４４万円の

増額となっております。これは、集合注射等に

使用する公用車の更新が主な理由でございます。 

 狂犬病予防対策事業は、狂犬病予防法に基づ

く犬の登録及び狂犬病予防注射事務に要する費

用でございます。 

 節１・報酬から節４・共済費までは、会計年

度任用職員１名を雇用する経費でございます。 

 節１０・需用費７０万５０００円は、犬の登

録の際に、飼い主に渡す登録鑑札、狂犬病予防

注射を行ったことを証明する注射済み票の購入

経費が主なものでございます。 

 節１１・役務費７９万円は、狂犬病予防注射

を飼い主に通知する郵便料でございます。 

 節１２・委託料２６１万１０００円は、犬の

飼い主が行うこととなっている犬の登録及び狂

犬病予防注射に関する諸手続を極力簡素化でき

るよう獣医師会に事務委託する経費９３万１０

００円、毎年４月に実施しております狂犬病予
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防集合注射の業務委託１６８万円でございます。 

 その他、特定財源５２８万３０００円は、犬

の登録及び狂犬病予防注射済み交付手数料収入

３６０万３０００円、集合注射において飼い主

から徴収する注射料１６８万円でございます。 

 続きまして、下段の項２・生活環境費、目

１・生活環境総務費でございます。２億６６８

８万７０００円を計上し、前年度より１８９２

万円の減額となっております。これは令和２年

７月豪雨災害に伴う小型合併処理浄化槽設置補

助金の減額が主な理由でございます。 

 生活環境総務費は、職員２８名分の人件費、

建設部が予算執行いたします小型合併処理浄化

槽設置整備事業、特別会計繰出金事業（浄化槽）

に要する経費でございます。 

 節２・給料から節４・共済費までは、先ほど

御説明申し上げました人件費でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金６８３５万８

０００円は、小型合併処理浄化槽の通常分１３

９基と豪雨災害対応分１６基の設置補助金が主

なものでございます。 

 節２７・繰出金１８６８万５０００円は、八

代市公共浄化槽等整備推進事業特別会計への繰

出金でございます。 

 なお、特定財源３０５３万４０００円は、小

型合併処理浄化槽設置整備事業に伴います国、

県からの補助金でございます。 

 続きまして、７７ページを御覧ください。 

 目２・環境保全対策費でございます。２４９

０万２０００円を計上し、前年度より１０２７

万８０００円の増額となっております。これは、

来年度に実施予定の再生可能エネルギー導入目

標等策定業務委託が主な理由でございます。 

 環境保全対策費では、自然環境の状況に応じ

た対策を行う自然環境保全推進事業、環境保全

行動の促進を目的とした自然観察会や出前講座

等を実施する環境学習推進事業、環境パートナ

ーシップ会議と連携を図り、環境基本計画に掲

げる事業の推進や進行管理、環境保全活動に関

する実践的取組を進める環境パートナーシップ

推進事業、公害の未然防止と環境負荷の低減に

向けた施策を推進し、九州新幹線鉄道の騒音、

振動の調査や悪臭調査等を行う環境保全対策事

業、日常生活や経済活動を支える恵まれた地下

水を保全し、継続的な利用を図るため、地下水

塩水化調査や地下水有害物質モニタリング調査

等を行う地下水保全対策事業、地球温暖化問題

への対応として、各家庭における再生可能エネ

ルギーの普及や温室効果ガスの排出量削減を図

るための住宅用太陽光発電システムや蓄電池の

設置補助等を行う地球温暖化対策推進事業を実

施するものです。 

 委託料１３６７万８０００円は、九州新幹線

鉄道騒音・振動調査業務委託１７３万８０００

円、自動車騒音常時監視業務委託８８万円、悪

臭物質分析業務委託５９万４０００円、工場排

水分析業務委託４０万８０００円などの環境調

査のほか、２０５０年カーボンニュートラルに

関し、本市の温室効果ガスの現状把握や将来推

計、ビジョン等を検討するための再生可能エネ

ルギー導入目標等策定業務委託９４６万円が主

なものでございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金１０２４万５

０００円は、住宅用太陽光発電システム等設置

費補助金としまして、太陽光発電システムや蓄

電池約１６０基分の補助金１０００万円が主な

ものでございます。 

 なお、特定財源の国県支出金は、国の二酸化

炭素排出抑制対策事業費等補助金７０９万５０

００円、騒音規制及び地下水採取に伴う届出事

務等に対する補助金３２万２０００円で、その

他特定財源の１０００万円は、ふるさと八代元

気づくり応援基金繰入金でございます。 

 続きまして、下段の目３・廃棄物対策費でご

ざいます。２００３万円を計上し、前年度より

６３５万８０００円の増額となっております。
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これは、し尿処理施設整備に伴う生活環境影響

調査業務委託が主な理由でございます。 

 廃棄物対策費では、チラシ作成等による啓発、

環境学習や環境フェスタ等の開催のほか、生ご

み堆肥化容器等の購入に対する助成事務により、

市内から排出される一般廃棄物の減量化を図る

ごみ減量化対策事業、敷川内環境保全用地の継

続的な維持管理を行う敷川内環境保全対策事業、

八代市ごみ問題等対策検討会議の開催や不法投

棄監視指導員によるパトロールを行い、廃棄物

の適正処理を確保し、生活環境の保全を図る廃

棄物処理対策事業、し尿処理施設、斎場及び

終処分場の整備に向けた検討を行う環境施設整

備事業を実施するものでございます。 

 節１・報酬から節４・共済費までは、不法投

棄や野焼き防止のパトロールを行う不法投棄監

視指導員２名の雇用に要する経費でございます。 

 節１０・需用費１８１万８０００円は、ごみ

減量化対策として作成する啓発チラシ及びごみ

分別ガイドブックの印刷製本費７９万９０００

円のほか、燃料費３８万３０００円などが主な

ものでございます。 

 節１２・委託料９９１万４０００円は、し尿

処理施設整備に伴う生活環境影響調査業務委託

７８１万８０００円、敷川内環境保全用地の維

持管理委託経費９３万４０００円、二見地区、

昭和地区、坂本地区の民間 終処分場周辺にお

ける環境調査に要する委託経費９６万４０００

円などが主なものです。 

 節１８・負担金補助及び交付金１７０万円は、

一般家庭から排出される生ごみ減量化を図るた

め、コンポスト式生ごみ堆肥化容器１００基分

と電気式生ごみ処理機５０機分の購入者に対す

る助成金でございます。 

 特定財源の国県支出金３３万７０００円は、

熊本県産業廃棄物 終処分場周辺環境整備等補

助金でございます。 

 また、その他特定財源２８５万９０００円は、

ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金１７０

万円、敷川内環境保全用地維持管理基金からの

繰入金及び基金利子９６万３０００円などでご

ざいます。 

 続きまして、７８ページを御覧ください。 

 目４・環境衛生費でございます。５０６万８

０００円を計上し、前年度より３４万５０００

円の減額となっております。 

 これは、衛生害虫の駆除に使用します煙霧機

を計画的に購入してまいりましたが、令和３年

度で終了したことが主な理由でございます。 

 環境衛生費では、感染症のおそれのある衛生

害虫の駆除等を行う衛生害虫駆除事業、環境美

化への意識の高揚を図り、良好な生活環境の確

保に努める環境美化推進事業、市営墓園３か所

の維持管理を行う墓地関係事業を実施するもの

でございます。 

 節１・報酬から節４・共済費までは、会計年

度任用職員１名を雇用する経費でございます。 

 節１０・需用費１４３万３０００円は、衛生

害虫の駆除に使用します薬剤等の消耗品費５１

万円、ボランティア活動袋等の印刷製本費３５

万２０００円、消毒機械等の点検整備に伴う修

繕料１７万２０００円が主なものです。 

 節１２・委託料１５７万６０００円は、排水

路等の害虫駆除業務委託６９万５０００円、市

営上片墓園、鏡墓地公苑、東陽墓地公苑、３か

所の清掃業務委託８０万円が主なものです。 

 その他特定財源１３４万３０００円は、市営

墓園３か所の管理料収入でございます。 

 次に、目５・塵芥処理費でございます。１４

億３４２万６０００円を計上し、前年度より１

０２９万１０００円の減額となっております。

これは、令和３年度に実施しました水島 終処

分場浸出水処理施設解体工事及び薬剤処理が主

な理由でございます。 

 塵芥処理費では、環境センターの管理運営及

び施設整備を行うごみ処理施設管理運営事業及
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び一番下のごみ処理施設整備事業、閉鎖した清

掃センター及び市内３か所の 終処分場の維持

管理を行う塵芥施設維持管理事業、各家庭から

排出される可燃物、資源物の収集、運搬を行う

ごみ収集管理事業、１つ飛びまして、ごみの減

量化と樹木、剪定くずの資源化を図る樹木、剪

定屑リサイクル事業、八代生活環境事務組合ク

リーンセンターの 終処分場等の管理や事務に

係る共通的な経費を負担する生活環境事務組合

負担金事業（じん芥）、千丁支所管内における

平成２９年、平成３０年の一般廃棄物収集運搬

業務委託に対しての損害賠償を求める訴訟に関

する一般廃棄物収集運搬業務委託契約訴訟関係

事業を実施するものでございます。 

 節１・報酬から節４・共済費までは、会計年

度任用職員３名及び職員９名分の人件費やもろ

もろでございます。 

 節１０・需用費１８２２万８０００円は、分

別収集容器等購入経費３５０万円、新型コロナ

ウイルス感染症対策に係るアルコール消毒液の

購入費１４万１０００円、環境センターや閉鎖

した清掃センター及び 終処分場の施設整備修

繕や公用車整備点検などの修繕費１２２８万３

０００円が主なものでございます。 

 節１１・役務費１２８１万２０００円は、有

料指定ごみ袋を販売していただいている小売店

等への販売手数料１１７６万３０００円が主な

ものです。 

 節１２・委託料１２億１８１９万８０００円

は、環境センターエネルギー回収推進施設運営

委託２億４００３万１０００円、マテリアルリ

サイクル推進施設運営委託１億７７２５万１０

００円、エネルギー回収推進施設から排出され

ます焼却灰の運搬及び資源化委託１億４５３４

万６０００円、マテリアルリサイクル推進施設

から排出されます資源物等の運搬及び処理委託

３７２８万７０００円、清掃センター解体実施

設計業務委託１５５０万円、可燃物及び資源物

収集運搬業務委託５億１０万６０００円、有料

指定ごみ袋作成業務委託５９０３万７０００円、

有料指定ごみ袋の販売代金収納業務委託１７６

４万５０００円が主なものでございます。 

 節１７・備品購入費１０３５万円は、樹木粉

砕機の備品購入６５０万円、プラスチック製容

器圧縮梱包機のシリンダー購入３８５万円でご

ざいます。 

 節１８・負担金補助及び交付金７０３３万５

０００円は、八代生活環境事務組合の負担金６

９９７万６０００円が主なものです。 

 なお、特定財源の地方債１４７０万円は、清

掃センター解体実施設計業務に伴います合併特

例債でございます。 

 その他特定財源の３億８９５０万６０００円

は、搬入ごみ処理手数料収入１億３５６０万７

０００円、有料指定ごみ袋処理手数料収入２億

１７０３万４０００円、再資源化物販売代金納

付金２５６１万８０００円、環境センター施設

使用料４７９万２０００円が主なものです。 

 後になりますが、下段の目６・し尿処理費

でございます。２億７５７０万８０００円を計

上し、前年度より３０８９万４０００円の減額

となっております。これは八代生活環境事務組

合負担金の減及びし尿処理施設と浄化槽汚泥処

理施設で、計画的に実施している主要機器の点

検整備費の減額が主な理由でございます。 

 し尿処理費では、くみ取りし尿の処理を行う

郡築１２番町の衛生処理センターの維持管理経

費である、し尿処理施設管理運営事業及び７９

ページに記載のし尿処理施設整備事業、浄化槽

から収集された汚泥の処理を行う新港町３丁目

の浄化槽汚泥処理施設の維持管理経費である浄

化槽汚泥処理施設管理運営事業と浄化槽汚泥処

理施設整備事業、八代生活環境事務組合衛生セ

ンターの維持管理に要する経費を負担するため

の生活環境事務組合負担金事業（し尿）を実施

するものでございます。 
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 ７８ページの節２・給料から７９ページの節

４・共済費までは職員３名分の人件費でござい

ます。 

 ７９ページの節１０・需用費３２９０万円は、

工業用薬品等を購入する消耗品費１２２万８０

００円、衛生処理センター及び浄化槽汚泥処理

施設の電気料や浄化槽汚泥処理施設の下水道使

用料など、両施設の光熱水費２８０９万１００

０円、機器等の突発修繕料３１７万円が主なも

のです。 

 委託料１億３９１１万円は、衛生処理センタ

ーの運転管理業務委託３３７４万８０００円、

浄化槽汚泥処理施設の運転管理業務委託３８５

４万１０００円、衛生処理センターで発生する

汚泥を含めて脱水汚泥を処理する浄化槽汚泥処

理施設脱水汚泥収集運搬処理業務委託３９３３

万２０００円が主なものでございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金８３２７万１

０００円は、八代生活環境事務組合への負担金

８３１１万１０００円が主なものです。 

 その他特定財源２万６０００円は、一般廃棄

物処理業等許可手数料収入となっております。 

 以上をもちまして、款４・衛生費中、市民環

境部及び建設部関係分の説明を終わります。審

査のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。多岐にわたっておりますので、ゆっくり見

られてからにしましょう。 

○委員（木村博幸君） 今、７８ページですね。

樹木と剪定くずのですね、リサイクル事業とあ

りますが、具体的にリサイクルはどんな感じで

やられて、どこにリサイクルが使われているの

か、御質問します。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） すい

ません、樹木、剪定屑リサイクル事業なんです

けれども、今現在、金剛校区の平和町にありま

すＪＡの八代ソイルというところに委託のほう

をお願いしております。 

 どういうものをしていただいているかという

と、樹木についてなんですけども、一般市民、

それとあと例えば造園屋さんとかですね、樹木

剪定の基準があるんですけども、基準範囲内を

そちらのほうに持ち込まれて、有料にはなるん

ですけれども、１０キロ５０円になります。そ

ちらのほうに持ち込みまして、それをチップに

しまして、堆肥化のほうを行っております。 

 以上、お答えさせていただきます。 

○委員（木村博幸君） 八代ソイルさんのほう

で、ＪＡさんということで委託してあるという

ことでした。１０キロで５０円という、有料と

いうところまで聞きました。 

 一応委託ということですが、リサイクル事業

としては、収入が必ず出てくると思うんですよ

ね。それはＪＡさんのほうの収入になるのか、

委託のリサイクルして販売したところは、八代

市のほうにも少しは入ってくるのか、そこをお

願いします。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） すい

ません。まず、委託料としまして、お支払いを

してなんですけども、１０キロ５０円の収入が

２７０万ぐらい、歳入のほうを見込んでおりま

す。 

 ５０円についての歳入については、市のほう

に入ってきまして、委託料として大体、年間８

００万ぐらいのお支払いをしているところです。 

 リサイクルの話なんですけれども、大体年間

なんですけれども、大体５５０トンぐらいの樹

木剪定の見込みを行っているところです。 

 以上、お答えさせていただきます。 

○委員（木村博幸君） ありがとうございまし

た。詳しくちょっと突っ込んだところはですね、

１つは、委託料に対してリサイクルであれば、

利益が見込めるのかなと、少しちょっと考えた

ところで、あまり利益がなければですね、この

委託料というのも、少しどうかなとちょっとこ
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う考えたところですが、私には、内容を突っ込

むところまで詳しくちょっと調査しておりませ

んので分かりません。 

 ただですね、ゼロカーボンシティの関係でい

きますと、樹木とか、くずとか、要は、二酸化

炭素を吸った、固定化された二酸化炭素ですの

で、それがそのまま有効に活用できてるのか、

また、それは、どこかで製品となって燃やされ

たり、発酵したりすると、そこからまたＣＯ２

が出ますので、その辺が、二酸化炭素の固定化

というところじゃなくて、マイナスがプラスに

なるというところではですね、その辺の収支が

ですね、もし固定されたやつが固定でいくとで

すね、非常にゼロカーボンシティにつながって

いくとこかなあとちょっと思ったところで、そ

ういうところも、切り口としては、今後そうい

う事業もですね、二酸化炭素の固定化事業とい

うところもですね、このリサイクルに入ってく

る部門になるかなと思いますので、違った事業

名でもですね、そういった視点から考えていた

だければと思います。 

○委員長（上村哲三君） ただいまの後段の部

分は意見としてお願いします。木村委員、それ

は後ほど意見もお伺いしますので。 

○委員（木村博幸君） そうですね。感想です

ね。 

○委員長（上村哲三君） 今度はよろしくお願

いします。 

○委員（木村博幸君） ありがとうございます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑ございま

せんか。 

○委員（太田広則君） ７６ページの狂犬病対

策費ですね。国の狂犬病予防対策事業というの

は分かるんですけども、ちょっとすいません。

聞き損じてたもんですから、何か駐車場、登録

者の駐車場代が云々というところがあったんで

すが、もう少し詳しく、どこの駐車場で、駐車

場代が云々という。 

 どうぞ、お願いします。 

 注射料ね。注射料ね、駐車場じゃないね。じ

ゃあ、もう一回、すいません。分かりました。 

○委員長（上村哲三君） 今のまとめて。 

○委員（太田広則君） はい、分かりました。 

 登録件数ですね。実は、今室内犬が増えてま

して、非常にこの狂犬病の注射が必要かという

議論が我々市民の中でもいろんなところがあり

まして、実は、動物病院の先生たちに聞くと、

もう狂犬病の注射を打たんでいいですよという

先生もおられるんですよね。室外犬が、例えば

歩行者をかみついたとかというのはあるかと思

うんですが、室内犬というのはもうほとんど外

に出さないし、散歩のときには、つないでいっ

ているから、私も実は昨年登録してないんです。

まだ打ってないんですよ。そしたら、わざわざ

家に来ていただいて、太田さん、どうですか、

犬は元気ですかって、聞かれたんですけども、

うちの場合はたまたま行く予定がなくて、でき

なかったんですが、ほかのところの室内犬の飼

っていらっしゃる方聞くと、先生からそういっ

たけん、もううちは何年って打ってませんよと

かというのがあるんで、登録料というのを変移

をちょっと教えて、多くなってんのか、少なく

なっているのかも含めて、ちょっと。 

 どうなんでしょうか、その辺は。考え方も含

めてですね。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 環境課の武

宮でございます。改めておはようございます。

（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 ただいま狂犬病の御質問でございますが、ま

ずは注射率、接種率から申し上げますと、令和

４年１月末現在で接種率８２.６％でございま

して、犬の登録数が５１５２頭、同接種済みの

頭数が４２５６頭というふうになっております。 

 それで、犬の登録数の件でございますが、令

和２年度申し上げますと、５３５４頭が登録数
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でございます。遡りまして、令和元年度が５３

６９頭ということで、年々登録頭数は減少傾向

にございます。 

 今、冒頭、太田委員、御質問されました室内

犬でございますが、狂犬病予防法を申し上げま

すと、飼い犬に対する予防接種は飼い主の義務

でございまして、しゃくし定規に申し上げます

と、絶対、予防接種をしていただかなければな

らないというようなことで、３年ぐらい前の決

算委員会で接種率の向上に関する御質問をいた

だきまして、その後、環境課としまして、接種

率を何とか向上させるというようなことで、今、

太田委員がおっしゃいました戸別訪問も実施を

しているところでございます。 

 そのほかですね、未注射犬の飼い主に対する

催告あたりもする予定でございましたが、コロ

ナ禍というようなことで、現在は催告ができな

いような状況になっておりますので、主に、現

在は接種率を上げるために、戸別訪問、あるい

は、未接種犬に対する電話での問合せ、そうい

った対応で、接種率１００％を目指すというこ

とで狂犬病予防事業に取り組んでいるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） よく分かりました。 

 冒頭に言いました、その動物病院の先生たち

ですね。そういうことを言っちゃいかんですよ

ね、逆に言うたら。義務であれば、ね。 

 ですから、例えば行政からそういった動物病

院とかに、先生に当然委託されるときはあるか

と思うんですが、先生からそういう言葉が出る

ということ自体がおかしいので、行政のほうか

ら、そういった何か徹底ということは可能なん

でしょうか。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） ただいまの

御質問に答えさせていただきます。 

 本市の場合、市内に３動物病院、郡に２の動

物病院がございますけれども、５つの動物病院

と八代市で契約を結んでおりまして、動物病院

で登録、あるいは注射を実施をしていただける

ように契約を結んでおります。 

 その契約に基づいて、手数料あたりも徴収し

ていただいているんですが、そういう関係でで

すね、毎年、登録犬のデータあたりは、その動

物病院に対して、市のほうから提供しておりま

すし、そういった室内犬は打たなくてもいいと

いうような動物病院の先生の発言があったとい

うことであれば、動物病院に対して、市のほう

からその旨、要は注意喚起と言いますか、あく

までも法律に基づいた義務であるということを

ですね、再度周知をして徹底していただきたい

と、そういう発言はしていただかないようにお

願いしたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） よろしくお願いしとき

ます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（谷口 徹君） 地球温暖化対策推進事

業のところなんですけれども、この間、環境省

のホームページ見てましたら。 

○委員長（上村哲三君） 何ページですか。あ

あ、７７ページね。 

○委員（谷口 徹君） 脱炭素先行地域の募集

があってまして、もう締切りがあったというこ

とで、八代市のほうは、募集のほうは予定され

てないのかお聞きしたいと思います。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 今、ただい

ま谷口委員からいただきました御質問について

お答えをいたします。 

 脱炭素先行地域の件でございますが、脱炭素

先行地域に申請をするというときには、申請に

当たりましての要件がございます。 

 例えばでございますけれども、家庭あるいは

業務部門の電力消費の二酸化炭素排出量を２０
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３０年度までに実質ゼロにする。そういったこ

とを計画にちゃんと盛り込んでいること。ある

いは、再エネの設備の 大限導入を計画にちゃ

んと盛り込んでいると、そういったもろもろの

要件を満たしたところが、脱炭素先行地域とい

うところに申請をできるというような仕組みに

なっております。 

 本市としましては、木村議員の一般質問のこ

とでございましたとおり、来年度、業務委託に

よりまして、まずは八代市から出る温室効果ガ

スの排出量、それから再エネの目標の設定、そ

れまでのシナリオ等々を来年度１年かけて業務

委託で実施することとしておりますので、まず

は、その取りかかりとなる業務委託をしっかり

と調査をし、八代市の現状を把握した上で、先

ほど申しました計画づくりに進んでいきたいと

いうふうに思っております。 

 脱炭素先行地域につきましては、その計画を

作成した後に、検討すべきというふうに思って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） 谷口委員、よろしい

ですか。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

○委員（前川祥子君） 今ので、私のほうから

も質問させていただきますけど、今、この策定

をする期間を１年かけてとおっしゃいましたけ

ど、本当に期限は１年というふうに決めてあり

ますか。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） お答えいた

します。 

 来年度実施する予定の業務委託でございます

が、本来であれば来年の１月、令和５年の１月

までに業務委託を完了するというような環境省

の補助事業の公募要領の中では定められており

ます。 

 ですので、それまでには完了することとして

おりますけれども、若干の後ろにずれた場合の

手当といいますか、場合もよしというようなこ

とも聞いておりますので、少なくとも年度内に

はまとめたいというふうに思っております。 

 よろしいですか。 

○委員（前川祥子君） 若干の何ですか、後に

ずれ込むということも考えてるということでよ

ろしいですか。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） ちょっと私

の言い方が回りくどかったかと思いますけれど

も、要は温室効果ガスの市域から出る排出量を

調査するのが、まず第一段階でございます。 

 市域から出る温室効果ガスの排出量を把握し

た後に、２０３０年までに、国でいえば４６％、

それ相当の温室効果ガスを削減する必要がござ

いますけれども、それを削減するためにはどう

いう手だてをすればいいか、あるいは、どうい

う取組をすればいいかというのを検討する必要

がございます。 

 さらには、森林吸収あたりの吸収量がどのく

らいかというところも調査する必要がございま

して、いろいろ調査する分野が非常に広うござ

いますので、調査に入りましたら、外部委託で

すから、調査に当たって早急に進んでいくかと

いうふうに思いますけれども、その後検討をす

る機関として、庁内の検討会、あるいは外部の

委員の検討会あたりも踏まえて検討していこう

というふうに考えておりますので、できれば１

月を目指して、来年の業務委託は進めるという

ふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前川祥子君） ちょっと何か聞いてて

曖昧かなあというふうに、ちょっと感想を申す

んですが、業務委託で９４６万というふうに出

ておりますので、ここは委託する先には、いろ

んな調査があるということは、今、説明いただ

いたので分かりますが、やっぱりこう、きちん

と期限は決めてですね、そこはやるべきかなと
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いうふうに思います。 

 ちょっと意見みたいな形になりましたけど、

取りあえず。 

○委員長（上村哲三君） 前川委員。もう一度、

そこのきっぱりしたところを嶋田次長、市民環

境部次長、答えてください。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） ありがとう

ございます。 

 ２０５０年カーボンニュートラルに向けてで

すね、計画を今後つくっていこうというふうに

考えています。その計画づくりのためのまず基

礎調査というのが来年度いっぱいで終えたいと。 

 ただ、いろんな春、夏、秋、冬、いろんなシ

ーズンの中でですね、電力消費量とかいろいろ

ありますんで、１年間でその調査が終えられる

かどうか。基本的に来年度いっぱいで基礎調査

を終え、その翌年度以降、計画づくりに取り組

みたいというような流れで考えております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） これで分かりました

か、前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。業務委託が９４

６万という形で出ておりますので、やはりこち

らのほうとしても、お尻が決まっているんだろ

うと。この中で、委託業務が終わって作成され

るんだろうというところで、このことは認識し

たいなというふうに考えておりましたけど、今

みたいな説明がですね、やはり 初からある必

要あるかなあと思いましたので、今の次長の説

明は分かりました。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（木村博幸君） 冒頭、谷脇部長のお話

の中で、八代市ゼロカーボンシティ宣言に触れ

る内容の中で、太陽光とプラスチック資源の活

用とお話がありましたが、このですね、プラス

チックの資源活用のほうについて、もう少し詳

しく、どんな事業がなされてるのか、御説明い

ただければと思います。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） 委員

御質問のですね、プラスチックの件なんですけ

れども、環境センターのほうなんですけども、

今まで、今年度までは、環境センターのほうで

分別というところで、プラスチックの分につい

て選別を行っておりました。 

 それで、そうした場合に、どうしてもプラス

チックのリサイクル率というところで、どうし

ても限度、限界がありまして、それを来年度な

んですけども、今度、委託料のほうになってる

んですけども、委託を民間事業者のほうに、そ

の選別作業を行うことによりまして、１００％

のリサイクルはできるというところで焼却量も

減らすことができますし、あとリサイクル率も

上がる、それとあと人件費のほうもあるんです

けれども、人件費のコストのほうについてもコ

ストダウンが図れるというところで、そういう

ような取組のほうを行っております。 

 以上、お答えさせていただきます。 

○委員（木村博幸君） 詳しい説明ありがとう

ございました。この事業はですね、どんどん確

実に１００％が毎年続けれるようにお願いした

いと思います。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○委員（前川祥子君） じゃあ、別の質問で。

小型合併処理浄化槽設置整備事業のことをお尋

ねいたします。 

 今回、１３９基というふうにして、坂本も３

基ほどあるようですが、これ私がちょっと認識

として、ちょっとお尋ねしたいなと思うとこな

んですが、小型合併浄化槽の設置、これは下水

道が通っていないとこ、もしくは計画がまだ上

がっていなくて、いつになるか分からない。取

りあえずは、そこにお住まいの方は、下水道ま

で待ってられないので、浄化槽をしたいという

ような考え方ではないかと思いますが、計画は、
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大体はここまでというものが大体分かってるん

じゃないかと思うんですね。まだ上がっている

というのが、例えば、３年後までにはここまで

やりますというのは、もう計画が示されている

のは、今私が言ったことで、待たれる方もいら

っしゃるでしょうし、下水道が通るのをですね。

待てないという人は、その３年の間に、合併浄

化槽を据え付けられるかもしれませんね。その

方は、下水道が通ったときには、合併浄化槽じ

ゃなくて、やっぱり下水道を通さないといけな

いんでしょうかね。 

○委員長（上村哲三君） その点については、

ほら色分けをしてきているでしょう、今。下水

道事業をこのまま進めるのか。この地域は、合

併浄化槽で対応していくのか。その点も含めて

ですよ。（｢職員が答弁すっとだけん」と呼ぶ

者あり）それも含めてお願いしますって。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） おはようございます。（｢おはよう

ございます」と呼ぶ者あり）下水道総務課の上

村と言います。よろしくお願いします。 

 今、前川委員がおっしゃられたように、下水

道の区域というのは定めてあります。その区域

につきまして、その事業をするということにな

った場合は、その地区につきましては合併浄化

槽を設置、仮にされても、その後、下水道が通

ったということになれば、下水道につないでい

ただかねばならないというふうな形になってお

ります。 

 今も下水道につきましても、この地区はする、

この地区はしないということで、もう色分けを

してありますので、その地区を今から広げると

いうことがない限りは、もう下水道の区域以外

のところにつきましては、もう合併浄化槽を設

置していただくということになります。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） 絶対と今おっしゃいま

したよね。下水道につながなければならないと

いうことでよろしいですか、いま一度ですけど。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） 下水道が通りましたら、下水道につ

ながなければならないというように法律上はな

っております。ただ、各家庭のですね、御事情

があるかと思いますので、そこはまた考慮して

おるというような状況です。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、計画

が上がっているところで、早く水洗化したいと

いうところで、合併浄化槽をしたところは補助

金は出ない。なおかつ、下水道が通ったときに

は、法律上、下水に通さなければならないとい

う形になるということで、よろしいですね。何

回も聞くようですが。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） 例えば、下水道の処理区域内で、ま

だ下水道の管が道路に入ってない部分がござい

ます。そういった場合は、その処理区域に入っ

ているということで、補助金は出ません。下水

道が通ったらば、その後は、今、補助金なくて

浄化槽はつけた上に下水道につないでください。

前川委員が今おっしゃられたような形になりま

す。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい、分かりました。 

○委員（太田広則君） いいですか。７８ペー

ジ、塵芥施設維持管理事業の中の新規事業、清

掃センター解体実施設計業務委託、いよいよや

っと始まるかという感じなんですけども、解体

設計を委託するわけですから、１年で設計は終

わって、じゃあ、解体は令和５年度からという

ふうに見ていいのかというのが１点。 

 それから、分析業務がずっと続いていると思

うんですが、これは解体するまでずっと続くん

でしょうか。例えば、分析が終わりましたとい

うことはあり得るのかっちゅうことですね。 

 この２点、お尋ねします。 
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○環境センター管理課長（稲本健一君） 委員

御質問のまず１点目なんですけれども、まず、

令和５年度中に実施設計が終わるのかというと

ころなんですけども、令和５年度に実施設計が

終わる見込みで、担当課としては思っておりま

す。 

 ただ、先ほど言われました保健所とか県とか

のやり取りが、正直、この特殊施設になります

ので、協議が必要になっています。今現在、協

議を行っております。 

 ただ、どうしてもその協議の中で、特殊的な

ものがあれば、分析とかも、今、調査を行って

いるんですけれども、その調査結果では、実施

設計のほうが、もしかしたら延びる可能性があ

ります。ですが、担当課としては令和５年度を

目指しております。 

 それと２点目なんですけれども、分析の業務

というところで、今、業務のほうを行っており

ます。 

 今後続くかというところがあるんですけれど

も、どうしても解体が令和５年度を目指してい

るんですけれども、解体をするときにでもなん

ですけれども、どうしてもその後も分析が必要

になってきます水質、それとあとダイオキシン

等の分析のほうも行わないといけないものです

から、今後も解体も含めて、令和５年、令和６

年までの分析が必要になってくると担当課とし

ては思っております。 

 以上、お答えさせていただきます。 

○委員（太田広則君） ということは、 終的

に解体していいですよという許可は県がするの

かな。解体していいですよという許可はどこが

終的にするんですか。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） 解体

をしていいかというところなんですけれども、

その分の許可というのが、今、清掃センターは、

もう自体、廃止を行っております。廃止を行っ

てるものですから、廃止が行っているので、解

体については、許可については必要はありませ

ん。 

 ただ、施設的に、土対法、土壌汚染対策法と

いうのがあります。それが３０００平米以上の

建物について形質変更を行う場合はというとこ

ろがありますので、それについても、それの３

０００平米以上のものを壊すということになっ

た場合、形質変更になった場合は、許可の申請

が出てくるというところになりますので、その

ときには県の対応になります。 

 ですが、今現在３０００平米未満でというと

ころで今、検討しておりますので、その点につ

きましても、先ほど実績が来年度ですので、実

績のほうで検討していきたいと思っております。 

 以上、お答えさせていただきます。 

○委員長（上村哲三君） 太田委員、よろしい

ですか。 

○委員（太田広則君） 分かりました。はい、

結構でございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（前川祥子君） ごみ減量化対策事業で、

前回の委員会のときに、今ごみ減量化は年々ど

んなふうな推移をたどっておりますかという質

問をさせていただきましたけど、その場では、

すぐはちょっと分からないのでというお話だっ

たので、今は分かりますでしょうか。 

○理事兼循環社会推進課長（坂口初美君） 循

環社会推進課、坂口でございます。今、委員お

尋ねの件で、１人１日当たりのごみの減量化と

いうことでのお答えをさせていただきます。 

 ここに、平成２２年度に、ごみ非常事態宣言

等が行われました。平成２１年度には、１日１

人当たりのごみの排出量が４９５グラムでござ

いましたが、令和元年には４５９グラム、翌年

の令和２年には４５５グラムまでなっていると

ころでございます。 

 令和３年度におきましては、１月末時点での
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集計になりますけれども、大体４５５から４６

０グラム辺りに落ち着くというところで想定し

ているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○委員（前川祥子君） ということは、令和２

年から少し微増ですが、増えているということ

ですね。毎年、当初予算には、このチラシ、ご

み減量啓発チラシも市報なんかに折り込みされ

ていると、これはもう毎年の事業になっており

ますけど、これが令和２年から、あまり機能し

てないと。それから、呼びかけもされているの

かどうか分かりませんけど、そこもあまり効果

がないというふうに捉えざるを得ないと思うん

ですよね。 

 令和５年でしたかね、氷川町のクリーンセン

ターが閉鎖と、氷川町のごみも一緒にクリーン

センターに持ち込むという計画になっているか

と思いますが、恐らく、ある程度の基準の量を

想定してあるというふうに思いますが、その基

準には達せられるというふうにお考えでしょう

か。 

○市民環境部長（谷脇信博君） ごみの減量化、

進んでないというふうな数字上はですね、なん

ですが、実際、コロナ禍になりまして、外食じ

ゃなくて家に持ち帰って食べるというのが一番

あって、容器関係ですね。生活様式が変わって、

結局インターネットとかで取り寄せてからとか

いう、そういうのでどんどんどんどん、実際、

家庭系のごみが増えているのは事実でございま

す。 

 氷川町の受入れですが、今後、当然、八代市

の余力でなければ、氷川町のごみを、一般廃棄

物を受け入れることはできませんので、そこは、

現状の下がり方、大きな下がり方ですね、と氷

川町の努力、その辺が適合したところで、受け

入れる方向で今、協議を進めているとこでござ

います。 

○委員（前川祥子君） 私の聞いたところでは、

基準値というものがあると。そこに達せられな

い場合は、市としても、こっちは受入れ側です

からね。氷川町のほうは受け入れてもらえるだ

ろうという前提で進めていらっしゃるかと思う

んですが、その基準値達成ができないというこ

とになれば、受入れ側がどういうふうにしてい

くかと考えないといけないとこだと思うんです

よね。 

 今、令和もう３年、もう４年度に入りますが、

令和５年、どうですかね。そうなると、もう１

年、２年もないか、ないですかね。その間、基

準値を達成させるにはどうするかということは、

もう本当に１年って短いんですよね。だから、

１人当たりとか、コロナとか言っている状況で

もないと思います。 

 それ以上の量が入ってくるときに、環境セン

ター自体がもたなくなれば、これこそ本末転倒

ですから、そこはやはりもう少し真剣に捉えて

やっていく必要があると思うんですが、恐らく

真剣というのは考えていらっしゃると思ってま

す。ただ、そこが具体的に具体策を出していた

だければと思いますが、そこは考えてらっしゃ

るかどうか、もし、今分かれば教えていただき

たいんですが。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 真剣にやって

いるかと言われたら、真剣に議論しております。

かなり、事務方レベルでは突っ込んで話をして

おります。 

 私どものほうも、当然、受け入れるに当たっ

て、施設をどういうふうに動かしたらばいいの

かとか、当然、譲歩できるとこは譲歩せななら

んもんですから、お隣同士ですしね。 

 ただ、氷川町のほうもどういうふうに八代市

に入れるか。要は自分たちでできることは自分

たちでやってもらわにゃいけない。要は、幾ら

エコエイトが新しくてもキャパには限界があり

ますので、処理するちゅうか、ごみって言って

も、燃やすごみもあれば資源ごみもあるわけで
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すから、そういうのをどうするかというのまで

含めて今、議論しているところです。 

 きちっと御説明ができるようになりましたら、

また、この委員会で説明するっちゅうところで

おりますので、ちょっと今日、何もかんもっち

ゅうわけにはいきませんけども、そういうふう

な感じでやっているというのだけ御理解いただ

ければと思います。 

○委員（前川祥子君） もうせっかくですけど

申し上げますが、やはり令和５年というところ

を決めていらっしゃるので、そこのところを、

その時点までにどうにもならないときは、どこ

かで譲歩してもらうしかないと。相手方にとな

ったときに、ちょっとそれは、受入れ側として

は、何ですかね。あまり計画を持ってやってき

てないということにもなります。なりかねない

じゃなくてなります。 

 だから、やっぱりそこは、相手方というより

も、こちら側がどうするかと。こちら側はどう

するかということは、やっぱり一番の策を練る

必要はありますね。これ信用問題にもなるかと

思います。令和５年というものが出ていますか

らですね。 

 はい。ちょっとすいません……。 

○委員長（上村哲三君） 答弁、要りますか。 

○委員（前川祥子君） いいです。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） すい

ません。１つだけあるんですけれども、氷川町

と、さっきの 大受入れ量というのを協議して

おります。氷川町からの提示が約４０００トン、

それ以上については、環境センターのほうでは

受け入れないというのも正直できます。 

 ただ、氷川町からの御提示があっている分が、

約 大４０００トンというところで、うちとし

ては、八代市の環境センターとしては、そうい

う対応をしていきたいということで考えておる

ところです。 

 以上、お答えさせていただきます。 

○委員（前川祥子君） はい、分かりました、

はい。 

○委員（山本幸廣君） 山本、指名してくださ

い。 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○委員（山本幸廣君） まずは、谷脇部長に御

質問をいたしたいと思いますが。総括でお聞き

いたしました。今、審議中は、当初予算の審議

をやっているんですね。当初予算の審議をする

中で、予算編成が、これはもう部課長含めて市

長の方針、それから財務部長の方針等々があっ

たと思います。その中で予算要求書を提出をな

されたと思うんです。それが満額だったのかと、

まず１点、それを教えてください。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 今回の当初予

算でございますが、予算要求につきまして、満

額ではありません。ですが、それは、満額にな

らなかった分はこちら側のまだ準備不足があり

ました分についてのみ、後にずらすということ

で話をしているとこでございます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 満額というのは、私も

望んでなかったんですけども、それは、令和元

年に９０％のシーリング目標の中で、経費削減

を含めてですよ。そういう方針があったと思う

んですよ。その後、やはり経費の削減について

は努力しなさい。だけど、新しい効率的な事業

があったときには、それはやむを得ないという

ような、財務部長なり、市長の方針の中で、私

はたくさん議論されたと思うんですね。 

 そういう中で、７８ページの今、議論があっ

ておりますけど、７８ページの塵芥処理費の中

で、一般財源というとこ見てください。 

 １４億の中で一般財源が約１０億ということ

なんです。私はこの予算書しか見ませんから。

予算書の中で、そしてまた節の中でですよ、１

２の委託料１２億１８００万。先ほど来、議論

があっておりますように、ごみの問題等々であ
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ります。 

 全体の説明の中でもですね、八代市の１２万

３０００人の市民の方々の廃棄をする、生ごみ

から一般廃棄物までですね。いろんな理由を今、

部長たちも説明されておられましたけども、今

予算を審議する中ではですね、やはり私はこの

何も、先ほど来、前川委員からも質問ありまし

たけども、生ごみの減量化は、これはもともと

ずっとよその自治体に負けないように減量化が

進んできたということは、もう執行部は御存じ

のとおり、大変努力された。 

 その生ごみから一般までですね、ごみの減量

化はですね、今、本当に谷脇部長は真剣にやっ

たということですけども、私は真剣にやったと

思う。市民の方々にその啓蒙をしなきゃいけな

い。いかに減量化を進めるかという。少し、今

もうはっきり言って市民の方々もぬるま湯に、

私もやっぱし生ごみはうちの家内に言いますけ

ども、出すなって。 

 そして、また、いろんなプラスチックからで

すね、先ほど意見が出ておりましたように、木

村委員からもですね。やっぱり自然的な問題も

含めてですよ、やっぱり市民の方々が排出をす

るわけですから。それについては、ぜひともで

すね、市民の方々にいかに啓蒙するか、排出の

削減をするか。これをですね、私は頭に、この

予算書の中でですね、きちっとやっぱり位置づ

けをして、予算要求をされ、予算要求どおり満

額の中でですね、今、部長が言ったように、満

額は私は、これは満額取れるという。この塵芥

処理費についてはですよ。 

 新しいものを、じゃあ、何をするかというこ

とをですね、私は目標を持っていただきたい。

私が言ったようなその目的を。 

 そういう中でですね、なぜこの管理費と、生

ごみが多くなればなるほど管理費は多くなって

きますよ。ごみの収集から、ごみ処理からです

よ。これやっぱし、ほとんどが一般廃棄物から

全部ごみですから。 

 これについて、ごみの量が削減されれば、こ

の管理費は下がってきますよと私は思うんです

が、いかがですかね、部長。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 今のごみが減

れば、委託料も減るんじゃないかということで

ございますが、１つに、委託料の中でですね、

積算として、エコエイトは売電をしております。

その売電価格が下がっちゃえば、その分は委託

料のほうで上がってくるものですから、今現在、

売電価格のほうが下がってきよりますので、そ

れがちょっと跳ね返って、増加傾向にあるとい

うとこでございます。 

○委員（山本幸廣君） 売電価格、それを見通

してですよ、先ほどから説明がほとんどなかっ

たんですよ。説明があれば納得するんです、こ

れ。説明がないじゃないですか。売電価格で、

これだけ委託料が上がってくるということを説

明なかったですよ。 

 私は予算書見てからしか質疑しませんから。

説明があったらですね、それは納得しますよ。 

 そういうことで、ぜひともですね、この委託

料関係についてもですね、私はほとんど努力を

されると思います。思います。今言われたから

理解します。 

 中で、ごみの減量化というのの考え方はどう

ですかということですけんでから。理由はそう

いういう理由じゃないんです。減量化を進める

か進めないか。今以上に進めるか進めないか、

答えてください。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 部として、環

境部門として、ごみの減量化は命題でございま

す。ですから、今後も、減量化を進めてまいり

ます。 

○委員（山本幸廣君） 部長がそういう答弁と

いうか説明がありましたので、理解をしたいと

思います。 

 要は、一般財源の削減というのはですね、こ
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れはもう市長の命題だったと思います。元年度

は。令和元年度ですね。それから、ずっとやっ

ぱシーリング目標をずっと、はっきり言って９

０％シーリング目標の中でですね、上乗せ増減

しますけども、やっぱし今の財政状況を見たと

きに、私たちは、議員は、やはり財政の見通し

の中で予算編成、そしてまた決算どきのですね、

やはり決算どきの反映というのは、当初予算に

反映するんだということなんで、何も私、削減

するばかりじゃないんですよ。上乗せをすると

ころはしっかりした新しい市民の日常生活の中

でも必要となったときには、私は予算というの

を上乗せをしていい。そういうふうな感覚でお

りますので、ぜひともその決算の見通しの中で

理解をいたします。決算の中で、当初予算にし

っかりした反映をなされたとということで理解

をいたします。答弁要らないです。 

○委員長（上村哲三君） 答弁はないでしょう

か。 

 ほかにございませんか。 

○委員（谷口 徹君） プラスチックに係る法

律の変更と、先ほど稲本課長のほうから、プラ

スチックの分別委託の変更について話がありま

した。 

 資源の日の収集品目に変更があるかどうか、

お聞きしたいと思います。 

○委員長（上村哲三君） 分かった。 

○環境センター管理課長（稲本健一君） 委員

御質問の品目についてなんですけども、収集品

目については、変更はございません。 

 ただ、環境センターで入ってきた分について

の出し先、分別の仕方が変わるだけのことにな

ります。 

 以上、お答えさせていただきます。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑ございま

すか。 

○委員（前川祥子君） ちょっとさっきのもう

１回確認したいんです。カーボンニュートラル

に関しての策定業務委託ですね。目標策定の業

務委託、これをさっき嶋田次長が基礎調査を来

年度いっぱいというふうにおっしゃいましたけ

ど、ということは、これは基礎調査に係る費用

ということでよろしいですか。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） 将来的なで

すね、構想なり、計画づくりのための基礎とな

る調査を行うということでございます。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、再生

可能エネルギー導入目標、それから、脱炭素シ

ナリオ等の検討はここで行って、作成というも

のは次年度というふうに今捉えておいてもよろ

しいんでしょうか。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） 本市が排出

しているＣＯ２の量がいかほどあるのかとか、

そのカーボンニュートラルに向けて、じゃあ、

再生可能エネルギーをどれだけ導入したらいい

のかというようなそういうデータ的なものをそ

ろえまして、その翌年度以降に計画づくりに着

手するということでございます。 

○委員（前川祥子君） はい、分かりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑ございま

すか。 

 質疑、はい、どうぞ。 

○委員（山本幸廣君） ７７ページ、廃棄物対

策費の先ほどの部長とやり取りをした中でです

ね、ごみ減量化対策事業四百何十万、４８０万

か。（｢４０８万」と呼ぶ者あり）４０８万。

となれば、この予算って少ないんじゃなかろう

かという、こういうまた質問が来るわけです。 

 どうですか。それで足りますか。 

○委員長（上村哲三君） ごみ減量化対策事業

費は４０８万円で足りますかという質問ですが。 

○理事兼循環社会推進課長（坂口初美君） ご
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み減量化対策事業についてお答えいたします。 

 ごみ減量化についての周知啓発ということに

ついての予算的に出てきているものについては、

チラシを配布するというのが一番大きな事業と

なっております。 

 十分かといいますと、チラシを市報と、また

新聞に折り込むという手法で、非常に以前は年

４回ということで行っておりましたが、この予

算では２回に減っております。 

 ただ、今は、ＳＮＳ通信であったり、ホーム

ページの活用と、そういうこともございますの

で、ペーパーからシフトするということも加味

して、新しい啓発の手法を考えなさいというこ

との御指示がございますので、そういう新しい

手法を用いながら、丁寧な啓発に努めていきた

いと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員（山本幸廣君） 課長からの説明の中で

理解をいたしたいと思いますが、市民の方々が

高齢化が進む中でですよ。市民の方々が本当に、

やはりペーパーというのはですね、大事なこと

なんです。市報をはじめ、市報とそれから広報

というのが、はっきり４回から２回に減ったと。

あと、質疑をすれば、何で２回に減ったのかと

いう質疑になるわけですけども、もうお聞きい

たしません。 

 ただですね、やはり啓蒙だけはですね、今の

課長の答弁のような方法でですね、まずはやっ

てみて、もしこれが減量化が進まなかったとき

にはどう来年度の予算に反映していくかという

ことを考えていただければと思いますが、部長、

どうですか。 

○市民環境部長（谷脇信博君） ただいま言い

ましたとおり、啓発はやっていかなければなら

ないし、チラシ、確かに媒体が紙のほうが分か

りやすい、電子化されてしまうと高齢者が取り

残されるという心配もございます。 

 その辺を含めまして、出前講座でありました

り、あとそれぞれイベントなんかで出向いたと

ころ、出先で、いろいろ啓発活動、できること

をやっていけることをやっていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） よろしいです。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑はござい

ますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（谷口 徹君） 先ほど生ごみの減量の

話も出ました。自宅、私の生活ぶりで、ちょっ

と紹介しますと、資源の日の分別品目を徹底す

ると、ほとんど燃えるごみは出てきません。残

るのは野菜くずとかいった生ごみの類いなんで

すけども、家庭菜園をし始めて、堆肥に使い始

めたら生ごみのほうも随分減りました。２か月

か３か月ぐらい有料指定袋はたまることがあり

ません。 

 農業のほうからすると、遊休農地のほうが広

がってますので、市民農園等を広げることによ

って、生ごみの行き先、堆肥の行き先を作って

いただくと生ごみが減るのじゃないかなと考え

るんですけども、こちらのほうを一度再考して

いただければと思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありますか。 

○委員（太田広則君） 委員長。すいません、

資料の提出を諮っていただきたいんですが、先

ほどの狂犬病のところで、飼い主の義務という、

何かあれがあれば、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） ただいま太田委員か

ら、狂犬病についての資料の請求の申し出があ

りました。お諮りいたします。本委員会として

資料を請求することに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、
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そのように決しました。よろしくお願いしとき

ます。 

○委員（山本幸廣君） 意見でよろしいですか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○委員（山本幸廣君） 今回の当初予算を拝見

する中でですね、いろいろと今、予算審議を進

めている中で、当初の予算要求の中でも大変苦

労なされて、谷脇部長をはじめ、職員の方々は

ですね。なぜ私が質疑をした中でですね、この

予算というのは、もう本当に市民生活に適格な

予算であるということは、私も理解をしており

ますので、そういう中でですね、ぜひとも今回

は満額に近いということでありましたので、そ

れについては、来年度に反映するためにもです

ね、しっかりした事業の推奨をしていただきた

い。 

 はっきり言ってから繰越しがないように、繰

越しがないように、理由は何なのかということ

でですね、そしてまた来年度の予算にいかに反

映していくかということをですね、しっかり進

めていただければなと思います。 

 あえて、今日はもう本当に部長はじめ、担当

の方々、ここには退職される方おられるかもし

れませんので、心からお祝いを申し上げて、意

見としてありますけれども、終わりたいと思い

ます。 

○委員（木村博幸君） 山本委員のこともです

ね、非常に予算的にはですね、今年度で次年度、

向けていきたいといったところなんですが、私

も同感です。というのはですね、市民環境部が、

次年度、４年度から組織が変わりますよね。そ

れもですね、やっぱり中村市長の八代市ゼロカ

ーボンシティ宣言、これを受けて、それを編成

しながらですね、将来に向けて取り組むんだと

いうことで編成されたのだろうと思います。 

 その中にですね、やっぱり２０５０年カーボ

ンニュートラルに向けては、非常に高い壁、ハ

ードルが高いといいますか、その前の２０３０

年でさえ、達成が難しいだろうと、私個人的に

はですね、思っています。産業界やら事業所や

ら家庭についても、非常にそこはですね、たっ

たもう残されても、あと七、八年しかありませ

ん。 

 市がこの１年間かかって委託費をかけて、一

生懸命精査して、どのぐらいの排出量になるの

かをつかみながら、将来の予測を立てながら、

そこには非常に高い壁があるので、やっぱり情

報発信をしながら、市民に理解を得ながら進め

る年でもあるのかなと思います。 

 例えばですが、７５ページに、葬祭場のバー

ナーの更新とかありました。これについてもで

すね、将来的な投資をするとなれば、もう重油

のバーナーではなくて、ひょっとしたらですね、

二酸化炭素排出量を減らすならば、ガス管にす

るか、先を見るなら電気炉です。電気だったら

排出がゼロになります。もう燃料の排出がゼロ

になります、電気は。そういったのもですね、

見込んでいって、つくり上げて、６６％減、家

庭ですね。一般全部含めての２０３０を４６％

減につなげていく。 

 八代市が管轄しているところでいくと、例え

ば少しですね、エコエイトやつしろも重油を使

っているとか、それを完全になくす、燃料の組

合せをですね、ごみの組合せで、確実にもう燃

料を使わないですよと。途切れない燃えるごみ

を入れるとか、計画的にですね、燃えやすいの

を取っとくとか、そういった格好でやるとか、

いろんな場面で、例えば公共施設の電力を減ら

すと、そういったところもですね、いろいろな

ところでつながっていくと思います。 

 太陽光やら蓄電池やらの配備の予算が、今年

度はこれだけですが、次年度以降、武宮課長さ

んが言われたように、一生懸命、委託業務で出

てきた目標値が上がれば、いつまでにはどれだ

けしていかにゃんということであれば、太陽光

や蓄電池の予算は、将来は増やさんといかんだ
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ろうと。そういうのがですね、１年かかって出

来て上がってくると思います。 

 山本委員が言われたように、もう予算を減ら

すだけじゃない。未来の投資をするには、予算

編成を、もう近未来にわたってですね、どのぐ

らいで増やしていかんと、こういう蓄電池や太

陽光の予算は追いつかんぞと。そういったとこ

ろも見えてくるかと思いますので、しっかりと

ですね、１年間、委託業務で、排出量等、将来

の予測を立てていただきながら、それが来年５

年度以降の予算に反映されるようにですね、し

ていただければと思います。 

 市民環境部はもう岐路に立ったと思います。

来年から、そういったところの目でですね、動

いていただけるのを期待しておりますので、頑

張っていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○委員（前川祥子君） 時間もあまりないよう

ですが、先ほど、山本委員からもおっしゃいま

したように、ごみ減量化に４０８万でいいのか

というお話があって、これ、予算が多ければい

いという問題でもないです。だけど、そこに４

０８万でいいのかということで、もう少し工夫

があれば、別にそこに予算かけてもいいんです

よ。その工夫が、先ほどおっしゃったように、

ごみの減量化啓発チラシが今のところ、一番大

きな事業ですとおっしゃったところが、ちょっ

と私にとっては残念なところであるんですね。 

 先ほども１人のごみの量は、平成２１年が４

９５グラム、今、令和３年が４５５か４６０、

はっきり言って、もうほぼ変わらないという状

況ですよね。やはりここに真剣味はあるのかと、

ありますとおっしゃっても、やはりこちらにと

っては、それがよく感じ取れない部分ではあり

ます。 

 やっぱりごみ減量化ということは、これから、

今、人口が減っているのに、八代の人口が減っ

ているのに、ごみは増えていると、そういう状

況ということは、これからもごみは減らないん

だろうと。このままでいけば減らない。もしか

したら増えるかもしれないと。私たちの環境に

おいては、非常に重要な問題でもありますし、

新しいエコエイトやつしろができたから、八代

市民はある意味、安心している部分もあると思

うんですよね。災害ごみが出れば向こうに持っ

てけばいいじゃないかとか、どんどん燃やして

もらえるんじゃないかという意識があるんじゃ

ないかなと。今、そういう状況にあるんじゃな

いかなというところが心配です。 

 ですから、やはりごみに対して、減量に対し

ての市民の意識調査ですね。そのためには、今

の本市のごみの量の現状、それから、将来に向

けての市の計画ですよね。エコエイトやつしろ

というのは永久なものじゃないんですよと。あ

る程度、あそこはもう管理も必要ですし、管理

費もかかっていきますと。そういうコストもか

かっていく中で私たちは使っているんですよと

いう、やはりそういうことを市民のほうにも、

計画を出すべきだと、話をしていくべきだとい

うふうに思います。広報していくべきだと。 

 それに対しての市民の意識調査、今、現状で

もそういうもの出たときもですね、それはこれ

からもやはり必要になってくると思います。生

活環境の中で、ごみの環境は一番、私は大事か

とも思っておりますので、ぜひその点を頭に入

れてやっていただきたいなと思います。 

 それから、先ほども業務委託をされるときに

は、ここまでに、これだけのことをやり遂げま

すという説明は必ずしていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で第

４款・衛生費についてを終了します。 
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 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。 

 午後は１３時から再開いたします。よろしく

お願いします。 

（午後０時００分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 それでは、休憩前に引き続き、建設環境委員

会を再開いたします。 

 歳出の第７款・土木費について、建設部より

説明願います。 

○建設部長（沖田良三君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第８号・令和４年度一般会計

予算中、建設部所管分の総括を申し上げます。

着座にてよろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設部長（沖田良三君） 当初予算編成に当

たりましては、当建設部のそれぞれの事業が市

民生活に直結する社会基盤整備であること。そ

の基盤である道路や河川、公園、公営住宅等を

市民の皆様に安全で快適に御利用いただくため、

適切な維持管理を行うための予算と、まちづく

りの根幹となる幹線道路や良好な住環境の創出

のための予算確保に努めたところで、先ほど御

審議いただきました国の一次補正分と合わせま

して、必要な予算の確保ができたものと考えて

おります。 

 それでは、当初予算における主なものを申し

上げます。 

 まず、近年、全国的な社会問題となっており

ます、老朽空き家対策として、除却の促進や有

効活用のための空き家バンク事業を推進しなが

ら、放置された空き家について、危険空き家の

所有者調査や立入調査を実施し、対策等を専門

的な見地から協議する八代市空き家等対策協議

会を設立することといたしております。 

 その協議会では、助言や指導、勧告、命令か

ら、行政代執行や略式代執行等の措置について

も協議することとしており、老朽危険空き家の

対策がより一層進展することを期待しておりま

す。 

 道路や河川、公園等の維持管理につきまして

は、年間を通してのパトロールや地域からの要

望を基に、危険度や緊急性を勘案しながら、必

要な修繕や維持工事、予算の確保に努めており

ます。 

 また、幹線道路となる都市計画道路西片西宮

線や、新八代駅停車場線から東西アクセス道路

など、市内一円の道路改良等で多額の費用を要

するものについては、国の社会資本整備交付金

や優位な起債を積極的に活用することとし、限

られた予算の中で、財源の確保に努めたところ

です。 

 しかしながら、各校区から提出されます地域

要望の数は年々増加傾向にあり、年度ごとの対

応率も３割程度で推移をしております。このこ

とから、全ての要望に対してはお応えできる状

況にはございませんが、先ほど申し上げました

とおり、現地を確認の上、特に危険度が高く、

緊急を要すると判断される箇所から随時整備を

行ってまいります。 

 そのほか、公共水域の水質保全では、地域の

水質保全に欠かすことのできない生活雑排水の

処理につきましては、東陽地区・泉地区での特

別会計の農業集落排水処理施設事業で、また、

旧八代市・千丁地区・鏡地区では、企業会計の

公共下水道事業として、さらにそれらの処理区

以外では、浄化槽市町村型整備促進事業で、個

人設置型の小型合併浄化槽や市が設置する公共

浄化槽の設置を推進してまいります。 

 なお、詳細につきましては、別途、担当課長

より御説明をいたします。 

 後に、坂本町の復旧・復興に関しまして、

これまで全ての地区と協議を進めてきましたま
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ちづくり計画が取りまとめられ、いよいよ計画

から整備へと移行するときが来ました。 

 そこで、現在、総務企画部の所管となってお

ります復興推進課を復興整備課と改め、令和４

年度から所属を建設部に移管し、坂本支所の再

建及び支所周辺の整備、住まいの確保に向けた

災害公営住宅の建設、宅地かさ上げや輪中堤に

係る関連整備など、直面する課題に迅速に対応

すべく、体制を整えるものでございます。 

 建設部としましては、坂本地区の復旧・復興

が停滞することなく、より一層加速化できるよ

う、限られた職員数ではございますが、一丸と

なって取り組む所存でございますので、皆様方

の御理解と御協力をお願いいたします。 

 以上、当初予算における総括とさせていただ

きます。 

 それでは、引き続き、第７款・土木費につき

まして、西次長に説明いたさせますので、よろ

しくお願いいたします。 

○建設部次長（西 竜一君） 皆さん、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部

次長の西でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。恐れ入りますが、着座にて説明さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設部次長（西 竜一君） それでは、令和

４年度一般会計予算書のまず５ページをお開き

いただきたいと思います。 

 第１表歳入歳出予算中、第７款・土木費の歳

出分では、４７億９１４８万５０００円を計上

いたしております。対前年度比１億５８４４万

６０００円、３.２％の減でございます。これ

は、市営築添団地の設備改修工事等の完了によ

る住宅管理費の減が主な要因でございます。 

 項１・土木管理費では３億８５４５万８００

０円を計上しております。対前年度比１０８７

万１０００円、２.９％の増でございます。こ

れは、職員給与経費など、建築総務費の増が主

な要因でございます。 

 項２・道路橋梁費では１６億６１４２万９０

００円を計上しております。対前年度比６１３

５万９０００円、３.６％の減でございます。

これは、橋梁長寿命化修繕事業の減が主な要因

でございます。 

 ６ページをお開きください。 

 項３・河川費では６９９０万３０００円を計

上しております。対前年度比６５５万９０００

円、８.６％の減でございます。これは、市内

一円河川改修事業の減が主な要因でございます。 

 項４・港湾費では３億２８５３万１０００円

を計上しております。対前年度比２７２８万２

０００円、９.１％の増でございます。これは、

八代港県営事業の事業費増に伴う負担金増が主

な要因でございます。 

 項５・都市計画費では２１億７０８２万４０

００円を計上しております。対前年度比１７２

７万円、０.８％の増でございます。これは、

八千把地区土地区画整理事業の増が主な要因で

ございます。 

 項６・住宅費では１億７５３４万円を計上し

ております。対前年度比１億４５９５万１００

０円、４５.４％の減でございます。これは、

市営築添団地の給水設備等の大規模改修が完了

したことによる工事請負費の減が主な要因でご

ざいます。 

 それでは、９１ページをお開きください。 

 続きまして、目ごとの事業とその内容につい

て説明いたします。 

 説明につきましては、まず、左の予算計上額、

次に、右側の説明欄の事業を説明しまして、節

の内訳の中で、主なものについて御説明いたし

ます。 

 なお、各目の節２・給料から節４・共済費ま

では、職員の人件費でございますので、説明は

省略させていただきます。 

 それでは、項１・土木管理費、目１・土木総
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務費では４７３１万４０００円を計上しており

ます。右側説明欄の公共用地取得・登記事務事

業５０６万３０００円は、登記事務に従事する

会計年度任用職員２名分の人件費などに要する

費用でございます。 

 次の目２・建築総務費では３億３８１４万４

０００円を計上しております。説明欄の建築行

政事業４５２万６０００円は、特殊建築物定期

報告業務委託や年３回開催予定の建築審査会な

どに要する費用でございます。 

 次の老朽危険空き家等除却促進事業３６００

万円は、老朽化して危険な状態で放置されてい

る空き家の除却費用の一部を補助する費用６０

件分でございます。 

 民間建築物耐震化促進事業２０１２万円は、

民間建築物の耐震化を促進するため、戸建て住

宅耐震改修設計や改修工事などを行う費用の一

部を補助する費用２０件分でございます。 

 公共建築物営繕事業２２０６万５０００円は、

市民が安心して施設を利用できるように、市有

建築物や設備の定期点検に要する費用などでご

ざいます。 

 空き家バンク事業６３１万６０００円は、空

き家バンク登録物件の利活用を促進するため、

売買や賃貸契約が成立した場合、残置された家

財道具の撤去、リフォームなどの一部を補助す

る費用などでございます。 

 アスベスト調査分析事業１２５万円は、民間

の既存建築物に施工されている吹きつけアスベ

ストなどについて、専門業者による含有調査費

用の一部を補助する費用５件分でございます。 

 危険ブロック塀等除却促進事業２４０万円は、

ブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び

避難経路の確保のため、危険なブロック塀の除

却費用の一部を補助する費用１２件分でござい

ます。 

 空き家等対策事業２６８万８０００円は、空

き家の所有者特定に係る業務などに要する費用

でございます。 

 節１２・委託料５４３万５０００円は、建築

確認概要書等閲覧システム委託料や戸建て木造

住宅耐震診断士派遣業務委託などに要する費用

でございます。 

 節１８・負担金補助交付金６４３３万４００

０円は、老朽危険空き家等除却促進事業など、

各種補助メニューに係る補助金でございます。 

 ９２ページを御覧ください。 

 項２・道路橋梁費、目１・道路橋梁総務費で

は１億９０１７万８０００円を計上しておりま

す。説明欄の道路橋梁総務一般事務事業２９５

２万８０００円は、市道の管理全般に要する費

用でございます。 

 節１２・委託料２６１９万１０００円は、道

路台帳更新測量業務委託に要する費用でござい

ます。 

 次の目２・道路維持費では４億４４５１万４

０００円を計上しております。説明欄の交通安

全施設整備事業３９１１万円は、カーブミラー、

ガードレール及び街路灯や区画線など、市道の

交通安全施設の設置及び補修に要する費用でご

ざいます。 

 道路維持事業３億８９０８万４０００円は、

舗装路面や道路構造物の維持補修及び街路樹の

維持管理に要する費用でございます。 

 節１０・需用費７０６３万９０００円は、市

内一円の道路側溝や舗装、交通安全施設などの

修繕や街路灯などの電気代に要する費用でござ

います。 

 節１２・委託料９５５１万７０００円は、緑

の回廊線や幹線市道の街路樹の管理業務委託及

び道路パトロール業務委託、新八代駅関連施設

管理委託などに要する費用でございます。 

 節１４・工事請負費２億５６７９万円は、カ

ーブミラーやガードレールなど、交通安全施設

設置工事や前川右岸堤防線など３１路線、約５.

１キロメートルの舗装補修工事などに要する費
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用でございます。 

 節１５・原材料費１４８７万円は、地元施工

による生コン舗装の材料や路面の補修用簡易ア

スファルト合材、カーブミラーなどの安全施設

の部材購入費に要する費用でございます。 

 次の９３ページを御覧ください。 

 目３・道路新設改良費では９億６３５万９０

００円を計上しております。説明欄の単県道路

事業負担金事業９００万円は、県道氷川八代線

など３路線の改良工事や、県道八代不知火線な

ど２路線の側溝整備など、同事業に係る負担金

でございます。 

 市内一円道路改良事業７億１８３０万円は、

市民生活に密着した市道の交通環境改善を図る

ことを目的として、計画的な拡幅改良やバリア

フリー化などの推進に要する費用でございます。 

 節１２・委託料４３３０万円及び節１４・工

事請負費５億２２５０万円は、社会資本整備総

合交付金事業や市単独事業で取り組む市道整備

に必要な測量設計などの業務委託や工事に要す

る費用でございます。 

 節１６・公有財産購入費４０７０万円、節２

１・補償、補塡及び賠償金１億７３０万円は、

道路整備に伴う用地購入、建物や立木補償及び

工事に支障となる電柱移転補償などに要する費

用でございます。 

 １つ戻りまして、節１８・負担金補助及び交

付金９０００万円は、単県道路事業負担金事業

に係る負担金でございます。 

 次の目４・橋梁維持費では９０３７万８００

０円を計上しております。説明欄の市内一円橋

梁維持管理事業３３７万８０００円は、橋梁の

維持・管理に要する費用でございます。 

 橋梁長寿命化修繕事業８７００万円は、市道

に架かる橋梁の定期点検などに要する費用でご

ざいます。 

 節１０・需用費３１８万２０００円は、坂本

町の葉木橋など３橋の補修に要する修繕料など

でございます。 

 節１２・委託料８７００万円は、３９２橋の

橋梁長寿命化修繕計画に伴う橋梁点検業務委託

及び宮地町６号橋外６橋の補修設計業務委託に

要する費用でございます。 

 次の目５・橋梁新設改良費では３０００万円

を計上いたしております。説明欄の市内一円橋

梁改修事業は、幅が狭く、通りづらい橋梁など

の改修工事を行うものでございます。 

 節１２・委託料１４５０万円は、２１橋のＰ

ＣＢ調査業務委託などに要する費用でございま

す。 

 節１４・工事請負費１５５０万円は、南平和

町６８号橋など３橋の橋梁改修に要する費用で

ございます。 

 ９４ページをお願いします。 

 項３・河川費、目１・河川費では６９９０万

３０００円を計上しております。説明欄の二見

川渇水対策施設維持管理事業１９１万４０００

円は、南九州西回り自動車道、赤松トンネル建

設時に発生しました二見川の渇水対策として整

備しました揚水ポンプの運転経費及び施設の管

理に要する費用でございます。 

 県河川海岸事業負担金事業１１００万円は、

坂本町の大門瀬など２か所での急傾斜地崩壊対

策事業や日奈久新開町の明治新田海岸など２か

所での海岸堤防等老朽化対策緊急事業に係る負

担金でございます。 

 市内一円河川改修事業５０９８万９０００円

は、河川改修や除草など河川管理に要する費用

でございます。 

 土砂災害危険住宅移転促進事業６００万円は、

土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーン

に居住する方の安全な地域への移転を促進する

ため、移転を行うものに対して費用の一部を補

助する費用でございます。 

 節１０・需用費５９４万１０００円は、河川

護岸等の修繕料や二見川渇水対策用のポンプ等
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の電気料に要する費用でございます。 

 節１２・委託料１９７９万５０００円は、河

川の除草や清掃委託、改修工事の測量設計委託

に要する費用でございます。 

 節１４・工事請負費２６５０万円は、日奈久

大坪町の大坪川など１０か所の改修工事に要す

る費用でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金１７４２万４

０００円は、県河川海岸事業負担金及び土砂災

害危険住宅移転促進事業の補助金が主なもので

ございます。 

 下段の項４・港湾費、目１・港湾管理費では、

６７４万６０００円を計上しております。説明

欄の港湾管理事業４６４万４０００円は、市が

管理する日奈久港及び鏡港の港湾施設等の維持

管理に要する費用でございます。 

 八代港振興事業２１０万２０００円は、同事

業に係る負担金でございます。 

 節１０・需用費１６３万６０００円は、日奈

久港と鏡港の夜間照明灯の電気料や浮き桟橋の

修繕料などに要する費用でございます。 

 節１２・委託料２８９万３０００円は、日奈

久港の航路標識の設置や高潮時のポンプによる

排水対策などに要する費用でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金２１０万２０

００円は、八代港振興事業に係る熊本県港湾協

会、海上保安協会、日本港湾協会、港湾都市協

議会への負担金でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 目２・港湾建設費では３億２１７８万５００

０円を計上しております。説明欄の八代港県営

事業負担金事業２億４４００万円は、重要港湾

と国際旅客船拠点形成港湾の指定を受けており

ます八代港の国直轄事業や県営事業に係る負担

金でございます。 

 港湾施設改修事業５５００万円は、鏡港の泊

地しゅんせつや航路深浅測量業務などに要する

費用でございます。 

 節１２・委託料３００万円は、鏡港の航路深

浅測量業務委託に要する費用でございます。 

 節１４・工事請負費５２００万円は、鏡港の

泊地しゅんせつ工事や日奈久港の維持管理用階

段設置工事に要する費用が主なものでございま

す。 

 節１８・負担金補助及び交付金２億４４００

万円は、八代港県営事業負担金事業に係る負担

金でございます。 

 下段の項５・都市計画費、目１・都市計画総

務費では１６億１７８４万円を計上しておりま

す。説明欄の都市計画法関係事務事業３５０９

万４０００円は、５年に１回行う都市計画基礎

調査業務や用途地域見直し検討業務などに要す

る費用でございます。 

 被災宅地復旧支援事業（豪雨災害）７００万

円及び被災私道復旧支援事業（豪雨災害）２０

０万円は、令和２年７月豪雨により被災した宅

地及び私道の復旧工事費の一部を支援する費用

であり、昨日の令和２年７月豪雨に関する特別

委員会で承認をいただいたところでございます。 

 次のページをお願いします。 

 説明欄の景観形成支援事業３９万９０００円

は、八代市景観条例及び八代市景観計画に基づ

き、良好な景観形成に対する支援を行うもので、

フォトコンテストや景観シンポジウム開催など

に要する費用でございます。 

 また、下水道事業会計へ支出します企業会計

繰出金事業（下水）に１４億６４５０万円を計

上しております。 

 節１２・委託料３４７４万５０００円は、都

市計画基本図修正業務委託や都市計画基礎調査

業務委託及び用途見直し検討業務委託に要する

費用でございます。 

 節１３・使用料及び賃借料３６９万６０００

円は、土木積算システムのリース代などに要す

る費用でございます。 

 節１７・備品購入費１９０万７０００円は、
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電子納品システム導入などに要する費用でござ

います。 

 節１８・負担金補助及び交付金９９４万３０

００円は、令和２年７月豪雨災害関連として、

被災した宅地の復旧や私道の復旧に対する補助

金が主なものでございます。 

 節２７・繰出金１４億６４５０万円は、企業

会計であります下水道事業への繰出金でござい

ます。前年度比２０００万円の減となっており

ます。詳細につきましては、下水道事業会計で

説明いたします。 

 次の目２・街路事業費では、１億１２４６万

８０００円を計上しております。説明欄の南部

幹線道路整備事業４２２７万２０００円は、前

川を挟む県施工区間の用地買収や建物等移転補

償及び道路改良工事など、同事業に係る負担金

でございます。 

 西片西宮線道路整備事業では、３３２０万円

を計上しております。本事業は、１工区完成後、

平成２９年度より２工区に事業着手しておりま

すが、令和３年度までに用地買収が完了し、令

和４年度は工事を予定しております。また、３

工区につきましては、令和４年度に事業着手す

る予定でございます。 

 節１２・委託料３２２５万９０００円は、３

工区の道路詳細設計業務委託や用地測量業務委

託及び建物調査業務委託などに要する費用でご

ざいます。 

 節１４・工事請負費１００万円は、西片西宮

線２工区の工事に要する費用でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金４２３０万３

０００円は、南部幹線事業負担金が主なもので

ございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 目３・都市下水路費では７４４８万４０００

円を計上しております。説明欄の雨水ポンプ場

維持管理事業４７５万８０００円及び都市下水

路維持管理事業３４４万７０００円は、日奈久

浜町ポンプ場や宮地都市下水路などにおける維

持管理に要する費用でございます。 

 樋門樋管操作管理事業７５８万１０００円は、

球磨川流域の堤防に設置されている樋門など４

４施設の管理に要する費用でございます。 

 市内一円都市下水路整備事業５３８２万２０

００円は、用途地域内の排水路の改良及び維持

管理に要する費用でございます。 

 節７・報償費７３７万７０００円は、球磨川

流域に設置された樋門・樋管４４施設の操作員

への報酬でございます。 

 節１０・需用費１１９４万３０００円は、市

内一円の排水路の修繕や日奈久浜町と徳淵にあ

るポンプ場の燃料や光熱費などに要する費用で

ございます。 

 節１２・委託料です。４５９万５０００円と

節１４・工事請負費４４４０万円は、築添町排

水路改良工事など１０か所の工事や測量設計業

務委託に要する費用でございます。 

 次の目４・公園費では、２億８７２万円を計

上しております。説明欄の市内一円公園維持管

理事業１億５８２万９０００円は、市内１００

公園の施設修繕や清掃等管理業務委託、樹木管

理委託などに要する費用でございます。 

 市内一円公園施設整備事業２１６７万円は、

球磨川河川緑地及び川の交流広場の舗装改修や

鏡町の外出児童公園の遊具改修など７公園の施

設改修に要する費用でございます。 

 公園施設長寿命化対策支援事業１０００万円

は、鏡ケ池公園など２公園の園路、照明などの

改修及び測量設計委託に要する費用でございま

す。 

 都市公園安全・安心対策緊急支援事業３８０

０万円は、高島公園ののり面崩壊対策などに要

する費用でございます。 

 節１０・需用費１７６９万８０００円は、施

設修繕や電気料、下水道使用料などが主なもの

でございます。 
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 節１１・役務費３８１万９０００円は、公園

管理手数料やトイレのくみ取りに要する費用で

ございます。 

 節１２・委託料７７０１万円は、公園の樹木

管理や清掃業務委託に要する費用が主なもので

ございます。 

 節１３・使用料及び賃借料９９９万５０００

円は、球磨川河川緑地などの簡易トイレ賃借料

や八代城跡公園などの土地使用料でございます。 

 節１４・工事請負費６６２７万円は、公園施

設整備工事や長寿命化対策工事に要する費用で

ございます。 

 次のページをお願いします。 

 目５・区画整理費では、１億５７３１万２０

００円を計上しております。説明欄の八千把地

区土地区画整理保留地販売促進事業は、民間の

不動産業者の力を借りて、保留地の販売を促進

するもので、７７万６０００円を計上しており

ます。 

 八千把地区土地区画整理事業基金事業は、保

留地売払い収入及び利子分を同基金に積み立て

るもので、令和４年度は３７８７万１０００円

を見込んでおります。 

 八千把地区土地区画整理事業８３０３万円は、

区画の整地や区画道路の築造及び舗装、また、

建物移転補償などに要する費用でございます。 

 節７・報償費７７万６０００円は、保留地販

売促進手数料でございます。 

 節１０・需用費２０６万１０００円は、道路

の修繕料、消耗品及び公用車のガソリン代など

が主なものでございます。 

 節１２・委託料１２９０万円は、画地測量や

補償費再算定業務委託などに要する費用でござ

います。 

 節１４・工事請負費１５７０万円は、整地工

事や区画道路の築造及び舗装工事に要する費用

でございます。 

 節２１・補償、補塡及び賠償金５５７０万円

は、建物移転補償などに要する費用でございま

す。 

 節２４・積立金３７８７万１０００円は、事

業基金への積立金でございます。 

 次の９９ページをお願いします。 

 項６・住宅費、目１・住宅管理費では、１億

７５３２万１０００円を計上しております。説

明欄の公営住宅管理事業６３５９万１０００円

は、老朽箇所の修繕並びに給排水設備や浄化槽

設備等の保守点検など、市営住宅の維持・管理

に要する費用でございます。 

 公営住宅ストック総合改善事業４６３５万円

は、郷開団地の屋上防水及び外壁改修や第２期

八代市住生活基本計画策定などに要する費用で

ございます。 

 公営住宅施設整備事業１８３７万３０００円

は、渕之本団地ガス給湯器や新町団地電気温水

器など、老朽化した設備の取替えや改修、また、

入居から長期間を経過した入居者の畳取替えな

どに要する費用でございます。 

 節１０・需用費３６１３万２０００円は、市

営住宅の光熱水費や施設・設備の修繕料が主な

ものでございます。 

 節１１・役務費１９２万７０００円は、害虫

駆除や高架水槽の清掃、飲料水の水質検査など

の手数料が主なものでございます。 

 節１２・委託料４７８６万４０００円は、市

営住宅の各種設備の保守点検委託や施設改修工

事に伴う設計業務委託、第２期八代市住生活基

本計画策定業務委託などに要する費用でござい

ます。 

 節１４・工事請負費３２１０万円は、郷開団

地の屋上防水及び外壁改修工事などに要する費

用でございます。 

 節１７・備品購入費４３１万４０００円は、

新町団地の電気温水器購入に要する費用が主な

ものでございます。 

 次の目２・住宅用地造成費では、１万９００
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０円を計上しております。説明欄の宅地分譲貸

付事業は、定住促進のために造成した宅地分譲

地の販売及び貸付けを行うものでございます。 

 後に、配付しております資料の説明をさせ

ていただきます。 

 右肩に委員会説明資料、令和４年３月１１日、

建設環境委員会、議案８号、建設部と記載して

おります、令和４年度八代市一般会計予算建設

部所管分でございます。よろしいでしょうか。 

 表紙をおめくりいただきまして、この資料は、

令和４年度に、市内一円で実施する主な事業箇

所を示した位置図でございます。 

 左上の凡例にありますとおり、市内一円道路

改良事業を茶色で、市内一円河川改修事業を青

色で、港湾施設改修事業を黄色で、西片西宮線

及び南部幹線道路整備事業を黒色で、市内一円

公園施設整備事業を緑色で、公営住宅ストック

総合改善事業を紫色で表示しております。御確

認いただければと思います。 

 以上で、令和４年度八代市一般会計予算の説

明とさせていただきます。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。 

○委員（前川祥子君） 老朽危険空き家等除去

促進事業、これ上限６００万だと思うんですが、

６０件の、――（｢上限６０万」と呼ぶ者あり）

ごめんなさい、６０万。はい。失礼しました。

上限６０万で６０件で３６００万。 

 この６０件というのは、毎年この６０件内で

収まるというか、希望者がまだあるのはできな

いという状況になっておりますでしょうか。お

尋ねいたします。 

○住宅課長（早木浩二君） 住宅課の早木でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 毎年ですね、６０件を計上いたしております

けれども、国からのですね、補助金が、そのう

ちですね、３０万あるということで、国からの

補助金の上限というものがありますので、６０

件分計上しておるというところであります。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） それで、６０件内で毎

年収まっておりますか。それから、もう少し、

本当は希望者が出ているんでしょうか。 

○住宅課長（早木浩二君） 失礼しました。令

和３年度の実績でお話をさせていただきますが、

申請の延べ件数が９９件ございました。実績が

ですね、６３件分。中にはですね、満額の６０

万まで行かない、３０万とかですね、４０万と

かそういう方もいらっしゃいますので、令和３

年度は６３件があったということになります。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい、分かりました。 

○委員（太田広則君） 関連して。冒頭、建設

部長から総括の部分で、八代市空き家等対策協

議会をつくる、設立するというですね、非常に

これ、なかなか老朽危険家屋、地域回っていま

すと、そのままもう数年たっている。しかも、

親の財産を市外、県外に住んでいる方がもう必

要ないって財産放棄されて、そのまま地域の人

はもう危険で危険で困っているという中で、こ

の協議会が設立されるということは、賛同した

いと思うんですが、ちょっとその内容を少し詳

しく聞きたいんですが、まず、参加者がどうい

った方かというのと、それから開催頻度、教え

てもらえればと思います。 

○住宅課長（早木浩二君） 八代市空き家等対

策協議会ということですね。 

 八代市空き家等対策協議会につきましてはで

すね、平成２６年に、空き家等対策の推進に関

する特別措置法、これが成立をいたしまして、

これを受けまして、本市でもですね、令和３年

に八代市空家等の適正な管理に関する条例を制

定いたしました。そこで、具体的な取組を行う

こととなりました。 
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 この八代市空き家等対策協議会のメンバーで

ございますけども、学識者、それから弁護士、

不動産の関係、土地家屋調査士でありますとか、

あと、司法書士とかですね、行政書士の方、代

表の方、それから福祉分野の関係、それから、

警察署の関係、それから地域の代表者として、

市政協力員の代表の方、それから市ということ

になります。都合ですね、１２名以内で、これ

を構成するということになっております。 

 こういう方々からですね、専門的な視点から

意見や助言をいただきながら、空き家等に関す

る施策を総合的にかつ計画的に推進してまいろ

うということで、取組を進めたいというふうに

考えております。 

 年間のですね、開催は、 大３回を予定して

おります。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） 市政協力員さんが入っ

てましたけど、その都度、その３回の中で、地

元の市政協力員さんが代わって参加するという

形で捉えていいんでしょうか。 

○住宅課長（早木浩二君） 市政協力員の代表

は会長の徳田会長のほうにですね、お願いしよ

うと考えております。 

○委員（太田広則君） はい、分かりました。

ありがとうございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑ありませ

んか。 

○委員（谷口 徹君） ９３ページの道路新設

改良費の中に、市内一円道路改良事業がありま

すけれども、具体的な工事箇所で、永碇町高島

町線というのがありますけども、先ほど地図で

見たら交差点になってましたけど、交差点の改

良ということで理解してよろしいんでしょうか。 

○土木課長（竹原彰吾君） こんにちは、土木

課の竹原でございます。 

 お尋ねのですね、永碇町高島町線ですけれど

も、こちらにつきましては、フレッシュにしだ

というですね、スーパーがございます。あそこ

の交差点がちょっと互い違いになってまして、

そこをですね、通りやすくする、改良する工事

でございます。 

 以上です。 

○委員（谷口 徹君） 交差点を挟んで、水路

の北側、南側にあるやつが大体直線で結ばれる

という改良でよろしいんですかね。 

○土木課長（竹原彰吾君） 交差点改良の内容

でございますけれども、今ですね、フレッシュ

にしだから東側、こちらについては、水路が南

側についております。フレッシュにしだから西

側、海側はですね、水路が北側についておりま

す。その水路をですね、暗渠化することによっ

て、ちょっと直線は難しいと思いますけれども、

今、こういうふうにクランク状に渡っています

のが、スムーズに通れるように、ちょっと直線

というか、ちょっと斜めに入るかもしれません

が、そこは四差路にしたいということで考えて

おります。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

○委員（木村博幸君） ９２ページの目２・道

路維持費というところで御説明ありましたけど、

私の認識不足かもしれません。ここには、各校

区地域協議会のほうから要望が上がってくると

ころの予算が、今回は、例えば、交通安全施設

整備事業の中でカーブミラーとかってあります

が、そういったところで校区の要望が上がると

ころが、ここに全部上がってくるんですか。 

○土木課長（竹原彰吾君） 今、委員お尋ねの

ですね、道路維持事業のことですけれども、先

ほど部長の総括のほうでもございましたですけ

れども、地域要望がですね、大体毎年９００件

から１０００件ございます。 

 先ほどですね、部長の総括の中で、その中で

今年３割程度ということで、その程度を対応し

たいということでお話がありました。 



 

－36－

 維持事業ですので、私たちも危険な箇所、そ

こら辺は、随時行っていきたいんですけれども、

要望が９００件から１０００件ということで、

非常にですね、多くて、終わっても、また次の

年に違う路線が上がってくると。９００件から

１０００件ちゅうのが、ほとんどずっと毎年で

すね、残っていくような状態でございまして、

それに全部対応するというのはちょっと現実的

にはちょっと無理でございます。 

 そういうことからですね、先ほども部長総括

でありましたとおり、危険箇所ですね、そうい

うことの優先度をですね、勘案しながら、危な

いとこからですね、対応していきたいというこ

とで考えております。この地域要望の全てので

きる予算ではございません、この予算というの

はですね。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 竹原課長、カーブミ

ラーもその中に入っていくんですかって、さっ

き質問があった。 

○土木課長（竹原彰吾君） カーブミラーもで

すね、要望にはですね、――カーブミラーの要

望というのは、ほとんど、そのときそのときで

ですね、かつがつ随時出てきます。地域要望で

出てくるのは一部でございまして、カーブミラ

ーの対応につきまして、随時、出てきておりま

すので、カーブミラーの対応については、随時、

現場を見させていただいて、必要ということで

あればですね、早急に対応させていただいてお

ります。 

○委員（木村博幸君） 竹原課長の説明、非常

に分かりやすくてよかったです。あとは、意見、

要望で続けて言います。 

○委員（前川祥子君） 関連です。 

○委員長（上村哲三君） どっちが早いかい。

（｢一緒かな」と呼ぶ者あり）前川委員。 

○委員（前川祥子君） すいません、今の道路

維持事業の中にですね、先ほど原材料費という

のが１４８７万円あったんですけど、これは支

所への配分という形になって、どういった使い

方をされているかをちょっとお尋ねしたいんで

すが。 

○土木課長（竹原彰吾君） 今、御質問のです

ね、原材料費ですけれども、当然支所のほうに

もですね、配分しております。 

 どういう使い方とおっしゃられますけども、

もともとはですね、基本的には、例えば地元の

方々が、生コンで舗装したいということがあっ

たときにですね、材料を支給して、あとは手間

はですね、地元でやれるというようなのが基本

でございます。 

 ただ、 近はちょっとそういう地元でですね、

施工というのはあんまりございませんで、例え

ば私どもが工事する中で、舗装を工事するとき

ですね、ちっちゃい修繕があったりしますけれ

ども、そういうときに、修繕料が足らないとき

に、その材料をですね、支給ちゅう形で、業者

さんにお渡しして、あとは施工をお願いすると

いうので使っています。ですから、原材料費と

か、そういう修繕のですね、費用ということで

ございます。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、この

原材料費というのは、両方というふうに考えて

いいんですか。例えばその鏡支所管内という形

で、施工してほしいというところの場所が、業

者に頼まないと施工できないようなものであれ

ば、支所に配分してある分から出す。もしくは、

道の陥没とかありますよね。そういうところは

地区の人たちが自分でやれますから、原材料費

を支給してもらえないかということだったら、

これが支所に配分されているんであればですね、

それから出るのか。両方と考えてよろしいです

か。 

○土木課長（竹原彰吾君） 先ほどちょっと説

明が不足して申し訳なかったんですけれども、

今、前川委員からありました、例えば道路の穴
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ぼこですね、そういうのを補修するのは、袋物

のですね、常温合材というのがあります。これ

はもう施工が簡単にできる。そういうですね、

袋から開けて穴ぼこに合材を入れて、踏み固め

ると補修になるというのがありまして、それも

原材料の１つでですね、私どもの道路パトロー

ル等でもですね、それを使って補修していると

ころです。 

 それと、先ほども言われましたとおり、工事

にですね、使うこともありますけれども、基本

的には修繕料で対応するというのが、主ですね。

ただ、市役所の、何て言いますかね、ちょっと。

そうですね……。 

○委員長（上村哲三君） 代わって言ってもら

ったら。 

○建設部長（沖田良三君） 原材料でございま

すが、これはもう本来、地元施工の際に、市の

ほうがその材料を支給するというのが基本でご

ざいます。 

 今、課長のほうから、ちょっと工事に使った

りとかいうのがありますが、まずもって地元施

工に対して材料を支給するというのを基本にし

つつ、各支所にも配分された予算ですので、こ

れは予算要求時に各支所から上がってきたもの

を集計したものでございますので、原則、地元

施工に対する材料の支給というふうにお考えい

ただければと思います。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） 確認ですけど、業者に

施工を頼まないといけないというのは、これか

らは出ないということですかね。 

○建設部長（沖田良三君） 基本的に地元での

施工をお願いするという中で、例えば労働力が

足らないとかいった場合に、地元が業者に頼む

という場合もございます。それは地元施工の１

つと考えておりますので、材料の支給はできる

ということでございます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） 分かりました。 

○委員長（上村哲三君） いいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員（太田広則君） 先ほどの木村委員の質

問に関連してですね。地域要望ということで、

私の認識不足だったらすいません。住民自治協

議会に、地元の、ね、協議会に出ると、毎年校

区要望として、順番が１から５番目ぐらいまで

決まってて、そしてそれを市全体に上げるんだ

ということで、ある程度できる件数がですね、

制限されているという私は認識しているんです

ね。 

 それは校区みんな均一ですよというふうなイ

メージを持っているんですが、先ほど竹原課長

の答弁だと、９００件から１０００件、それを

こなせないんだというふうな話でございました

が、地域要望は平等じゃなかったのかなという

気がしてならないんですが、その辺との兼ね合

いはどがんなっとっとかな。教えてください。 

○建設部長（沖田良三君） 各地域からの要望

に関しましては、土木課で集計した部分では、

先ほど申し上げた数字ですが、各校区で要望す

るっちゅうのはばらつきがございますですね、

はい。 

 多いところもあれば、絞って出されるところ

もございますけれども、私たちはそれらを現場

を見ながら、地域間での公平な立場といいます

か、数が多いから余計するじゃなくてですね、

校区のバランスを見ながら、一応道路の維持補

修なり、改良の計画を立てておるところでござ

います。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） 当然内容によっては、

優先度が高いやつも出てくるかと思うんですけ

ども、その辺も考慮してやられているというふ

うに判断していいですか。 

○建設部長（沖田良三君） おっしゃるとおり

でございます。 
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○委員（太田広則君） はい、分かりました。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、関連でよかで

すか。 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 先ほど来、沖田部長の

総括の中でですね、予算編成の時期に、先ほど

も、市民環境部長にも、私のほうから質問した、

質疑をしたんですけども、予算要求をする、要

求書をつくる、そしてまた、それが満額取れる

か取れないかというのは、これも財務部との調

整ですから、それについて、今回の土木の予算

というのは、先ほど部長が言ったように、要求

を確保に努めて、そしてまた、要求どおりに近

いというような、総括の中でですね、大変努力

されたということの中で、私は予算審議の中で

もあんまり質疑をしないようにしていたんです

が、部長の総括を聞いてですよ。 

 だけど、今の道路維持の問題の質疑が出てお

りますので、竹原課長の答弁の中でですね、こ

れはもう新しい日常という言葉を市長が使われ

たときもありますね。安全性と、そしてまた、

生活様式も変わってきたものですから、そうい

う中ではやはり道路というのはもう安全性を持

った中でのですね、道路というのを八代市はで

すね、そういう中で子々孫々、子や孫のために

も、八代に住んでよかったと、道路の整備がな

され、そしてまた、道路標識等についてもです

ね、物すごく安全面で、道路の歩道整備につい

てもですね。 

 そういう中で、維持の予算を、単独の予算を

見たときに、私は、もう部長が総括で言われた

ように、これだけのやっぱし満額の予算を取ら

れたと。それについても、先ほどからいろんな

質疑が出ておりますけども、やはりどうしても

校区の要望というのがあるわけですね。それに

満額応えるというのは、もうはっきり言ってか

ら、予算的にはもう財源的に無理なんだという

ことをみんなが認識しなきゃいけないと思うん

です。我々も認識しなきゃいかん。 

 ですけれども、 優先というのは、生命と財

産を守る。そのためにも、学校関係の地域につ

いてのですね、安全面の中で、やっぱり道路の

整備というのは、きちっと道路の維持補修、舗

装補修というのはですね、私はこれはやってい

ただきたい。その予算は絶対進めていただきた

い、そのように思います。 

 それについての、やっぱり市長なり、財務部

あたりはですね、それは理解をしていただかな

きゃいけない。 

 ということで、先ほど来の土木の単独の予算

２億３０００万ぐらいかな、それについての、

私は今回の予算としては、満額、部長が言われ

たように、取っていただいたということで理解

をしたいと思います。 

 来年度についてはですね、これは決算等を踏

まえながらですね、どんどんどんどんその予算

というのは、やはり予算月は我々議会としても

ですね、協力をしていかなきゃいけません。特

に委員会というのはですね。 

 そういうことで、今回については、満額取ら

れたということには理解をしたいと、そのよう

に思います。 

○建設部長（沖田良三君） ありがとうござい

ます。維持管理、義務的な経費にもなってまい

りますけれども、必要な予算、欠かせない予算

でございまして、委員おっしゃるとおり、事故

があってはならん。安心・安全なまちづくりの

ためにも必要な予算でございまして、幸いにし

まして、以前は市の単独で実施をしておりまし

た維持事業に関しまして、交通安全施設にしろ、

近、補助の対象となってきております。 

 そこで、一般財源が厳しい中で、そのような

補助事業に取り組むということで、おおむねこ

ちらが予定をする一定の予算が確保できたとい

うところでございます。 

 以上でございます。 
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○委員長（上村哲三君） ほかにございますか。 

○委員（太田広則君） ９２ページの道路維持

費、先ほどのとこと一緒だと思いますが、節の

１２・委託料９５００万の中に、久しぶりにち

ょっと建設環境委員会に来たんで、緑の回廊線

の管理委託があったかと思います。これ、ちょ

っと、私個人的にはいろいろあるんですが、こ

こは今業者さんが幾つで、幾らぐらいの予算を

つけてあるんでしょうか。 

○土木課長（竹原彰吾君） 今、太田委員お尋

ねのですね、緑の回廊線の管理委託ということ

ですけれども、申し訳ございません、私どもが

持っています、一応ですね、樹木管理というこ

とは、緑の回廊線以外もですね、ございまして。 

○委員（太田広則君） 含まれているんですか。 

○土木課長（竹原彰吾君） はい。基本的に、

この街路樹の管理委託といいますのが６件出す

予定でございます。その中にですね、緑の回廊

線もありますけれども、ほかの街路樹がある別

の市道、そちらのほうも対応しているところで

ございます。合計ですね、街路樹の管理の予算

として約２０００万円計上しているところでご

ざいます。 

○委員（太田広則君） 緑の回廊線単独ではな

いということで理解をしました。 

 後で、意見のとこで。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありますか。 

○委員（谷口 徹君） 予算書の９４ページ、

河川費の説明の欄の一番下の土砂災害危険住宅

移転促進事業なんですけども、事前にいただい

た概要では２件って書いてあるんですけども、

あらかじめ対象の住宅があるのか、それとも

丸々の見込みなのか、どちらなのか、お願いい

たします。 

○土木課長（竹原彰吾君） 委員お尋ねのです

ね、土砂災害危険住宅移転促進事業でございま

す。今回、予算計上は２件ということでさせて

いただいておりまして、この２件といいますの

は、現在、事前協議ですね、市民の方から相談

を受けた２件でございます。来年度、今のとこ

ろは２件御相談を受けておりますので、２件を

計上させていただいてるというところでござい

ます。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（谷口 徹君） はい。 

○委員（前川祥子君） ９８ページの八千把地

区土地区画整理事業ですが、この事業の完了と

いうのは、期限があるんでしょうか。 

○都市整備課長（深川洋光君） 都市整備課、

深川です。よろしくお願いします。 

 八千把地区土地区画整理事業につきましては、

施工期間は平成１２年からやっておりまして、

今のところ、現在の計画では令和４年度となっ

ております。しかし、４年度では終わらないと

いうところでですね、今、県のほうと延長につ

いて協議を進めているところでございます。予

定としましては、令和１０年度を今予定してお

るところでございます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） 令和４年の予定が令和

１０年まで延長というふうに理解していいです

かね。予定はですね、はい。 

 それとですね、八千把地区の土地、同じ八千

把地区土地区画整理事業基金事業がありますよ

ね。基金の事業が。これは、ざっと言って何に

使われているかというところもお聞きしたいん

ですが。 

○都市整備課長（深川洋光君） 八千把地区土

地区画整理事業基金事業につきましては、保留

地を販売したものが基金になりまして、その基

金で対応する分につきましては、区域内の…… 

○委員長（上村哲三君） もう一回 初から。

保留地じゃない。聞いとらっさんだった。

（｢いや、保留地」と呼ぶ者あり） 
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 だけん、もう一回。（｢保留地、保留地」と

呼ぶ者あり） 

○都市整備課長（深川洋光君） すいません、

初から。お尋ねの八千把地区土地区画整理事

業基金事業ですけれども、基金につきましては、

区画整理区域内の保留地を販売いたしました金

額を基金に積み立てております。 

 その使い道に関しましては、区域内の維持管

理に関するものが主でございまして、除草とか、

部分的な補修とか、そういったところの作業を

するものでございます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、３７

８７万１０００円、今、基金の積立てがあると

思うんですが、これは令和１０年までに事業完

了したら、この基金もその後考えられる、何か

に、どうされるかというと考えられるというと

ころでよろしいですかね。まだ先の話でありま

すけども、お尋ねしたいと思います。 

○都市整備課長（深川洋光君） 区画整理につ

きましては、事業が完了後、公共の施設に関し

まして、例えば道路であれば、土木課とか、そ

ういったところに移管いたしますので、基金の

お金が残るということはありません。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい、分かりました。 

○委員長（上村哲三君） いいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○委員（山本幸廣君） 今の関連だけども、竹

原課長。深川君かな。 

 特定財源が繰入れと市債ということになって

いるよね、今の説明の中で。これをあと６年ぐ

らいに延伸をするということなんですが、先の

見通しの中でですね、どういうところ、――大

事なところでしょう、整理していかれるのはで

すね。大事なところだと思います。 

 だけども、大体ですね、私もこれ１回質問を

したことがあるんですけども、見通しで、当時

の部長たちの答弁では、大体目標の年度という

のがあったんですけども、それなりにやっぱり

時代が変わる中で、区画の整理というのを区域

がどんどんどんどん広がっていくと。それにつ

いてやっぱ道路、いろんな面がやっぱ付きまと

っていくわけですよね。やっぱし、区域内、区

域外でも、どこまでいくのかという方向性は、

しっかり持っとっていただきたいと思うんです

が、いかがかな。 

 なぜかというと、補助対象等々がかなりある

と思うんですよ。やっぱり市債という１つのや

っぱその特定財源、繰入れと市債があるもんだ

からですね。これはあと６年間どういうふうに、

市債の活用なのか、それとも、補助の対象にな

る整理をしていかれるのか。そこあたりを聞か

せてください。 

○都市整備課長（深川洋光君） 八千把地区土

地区画整理事業につきましては、補助の対象と

いいますのが、都市計画道路に係る分のみにな

っておりまして、区画道路とか、そういったと

ころが市債の対応、市の対応というふうになり

ます。 

 現在、都市計画道路の補助事業につきまして

は、残り少なくなっておりまして、補助対象の

移転する家屋につきましてはあと残り１件とな

っております。この１件が済み次第、都市計画

道路の工事を行いまして補助のほうは完了する

こととなっております。その後の事業につきま

しては、市債を活用させていただきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） その先のことを山本委

員は今、質疑しておるわけですね。そこまでの

ことは分かっとるわけだけん。その先のことを

ね、今、質疑をしとる中で、令和１０年という

数字が、ここにやっぱり両括弧の中に入っとる

じゃないですか。だから、それについてはです
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ね、やっぱし、令和６年か、市債を投入する、

それは目標の額の予算額もあるかもしれません。

計画しているかもしれない。やっぱりそこらあ

たりはですね、きちっと目標の中で、こうこう

ですよということは、よろしかれば、目標は立

てて、答弁をいただいて、説明していただけれ

ばなと思うんですよね。 

 ここの古閑中町は４４ヘクタールの中でです

ね、一応年度はずっと区切ってあったんですよ

ね、今言われたとおりに。だから、今回、市債

を投入してから、道路の整備等をやっていくわ

けですけんでから。それが６年間って、どこど

こかなという気持ちにもなってくるじゃないで

すか。 

 そこあたりの見通しというのはどうですか。

はっきり言ってから、あとどれぐらいかかる、

予算づけしてるんですか。 

○都市整備課長（深川洋光君） 八千把地区土

地区画整理事業につきましては、現在進捗率が

９１.３％進んでおります。予算につきまして

は、現在約６３％が済んでおりますので、事業

費といたしまして、全体事業費が５７億４４０

０万に変更する予定でございますので、そのう

ちの、――ちょっとすいません。すいません。 

 残り３億２０００万ぐらいかかる予定でござ

います。 

○建設部長（沖田良三君） 今、道路整備、そ

の他、まだ少し残っとるというところもござい

ますが、保留地がですね、現在販売しているの

が２地区ございまして、今後販売予定というの

が、まだ２８区画ほどございます。 

 それらを販売しながら、それを財源と当て込

んで、また、道路整備等を行っていくというよ

うなスケジュールになっておりまして、保留地

の販売の状況次第で、少し工期のほうも延びた

り、縮んだりとか、そういうのもあるかもしれ

ませんが、今後の事業のための貴重な財源にも

なるところでございますので、それらを活用し

ながら、事業の推進を図っていきたいと思いま

す。 

○委員（山本幸廣君） 私も何回も区画整理の

ところ、現地を視察行きながらですね、ここら

辺りというのは、ここの整備は早くしとかない

かんなと。ほとんど行き詰まったところもある

しですね。その整備によっては、整備の仕方と

いうのは、私は何も言うとはない。 

 ただ、今出てた両括弧の中で、令和１０年と

いう目標値を掲げとるもんですから、それにつ

いては、市債投入すると、中で、今、沖田部長

が言われたようなその予算等々については、そ

れはやっぱり保留地を販売してですよ、どう埋

めていくかというような、大体我々、そのプロ

セスの中で分かるわけですよ。説明の中で理解

をいたしました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（木村博幸君） 先ほど質問したところ

での意見、要望になります。 

 道路の整備とか、そういうのをですね、地域

住民は強く望むわけで、それが、道路関係では

９００から１０００件というのが上がってきて、

なかなか予算上３割しかできませんというよう

なお話です。 

 そこは采配があると思いますが、校区のバラ

ンスを見ながらやられると、それはもう確かに

そうです。ただですね、校区から上げるときに

は、やっぱりそこには、校区長やら、まちづく

りの会長やら、それと支所長、この辺でですね、

十分話し合われて出されると思います。多いと

ころもある。少ないところもある。それはやっ

ぱり校区でばらつきがあるのは、やっぱり支所

長の采配で、全部出したって多分取れないよで

しょうと。やっぱりこのぐらいのところで絞る
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のは、今年の優先順位は、去年の優先順位も１

番で取れなかったけど、やっぱり上げましょう

よと、駆け引きが非常にあって、選別されて出

されるところがほとんどかなと。あれもこれも

盛り込んで出すということは、あんまりないと

思います。 

 それでですね、道路のことは、優先順位はで

すね、地域住民は、上げたいけど、やっぱり支

所長あたりから見ると、下げてですね、ほかの

ところ、例えば夜道が暗いので街灯をつけよう

とか、トイレがもう昔ので、利用価値もなく危

ないので、明るくきれいなトイレに替えようか

とか、時代によって優先順位度も変わるわけで

すね。 

 そういうのを上げてきているので、道路だけ

は、どうしても上に上げきらんというところが

ある中、それでも、集まってきた数はかなり多

いと。 

 そういうことで、校区で、バランスを取るの

は、なかなか要望を取るのがですね、難しい。

もう本当に地域住民は全部取ってくれというと

ころを、やっぱり支所長たちもなかなか盛り込

みきらっさんと。言っても、多分駄目ならこっ

ちの上げとこうと、道路でないところ上げまし

ょうよと、非常に苦労されています。その辺を

くんでいただきたいなという要望です。 

 それとそもそもですね、この土木費が３.

２％減というところでしたね、お話ですね、頭。

部長のお話ではですね。 初のこちらのお話で

すね。 

 その中でですね、土木費の道路橋梁費につい

ては、３.６％減、１６億６１４２万９０００

円ということですから、そもそもその３割に盛

り込むのに物すごく減額してあるということは

ですね、例えば４割とか、そのぐらい組んで、

道路関係も補修をですね、していただいたほう

がいいのではないかと。 

 山本委員も先ほど言われたように、生活の一

部で、そこはやっぱり危ないところは危ない。

ほったらかしで、もうずっと、毎年その５年も

１０年も前から出している要望も実はあるんで

すよね。なかなかそこに到達しないと、ほかの

を優先して、道路でないところをやっているだ

けの話ですので。 

 その辺はやっぱりどこかでですね、地域の人

が、前川委員が言われたように、補修しますか

ら、そういう予算をもっと増やしてくださいよ

というところで済むなら、もう自分たちででき

るところの要望だったらですね、させていただ

けるような予算を組んでいただければなと。 

 なかなか、予算を組むのは、地域要望が乗っ

かってきてないのかなとちょっと思ったところ

です。 

 今後もよろしくお願いしておきます。以上で

す。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（太田広則君） 先ほど竹原課長に質問

いたしました緑の回廊線についてでございます。 

 ここには上村委員長、先輩の山本委員がおら

れますが、昔は本当に、この緑の回廊線、一般

質問する方が多くて、それから大分月日がたち

ますね。先ほど２０００万という予算の中で見

えない形、それから業者さんもその街路樹等々

ありまして、単独になってないということで、

ぜひ緑の回廊線、本当に距離が長くて、今、市

民の遊歩道であったり、そして通学路であった

り、本当に皆さんが使ってらっしゃいます。 

 ただ、年々、見てますと、本当にこれ管理さ

れているのかなというぐらいに、例えば個人の

ですね、花、花壇をもうしゃあしゃあと中に置

いたりですね、それから、今、ごみの収集場も

緑の回廊線の脇にしてあるんですが、当然、御

存じのように、猫が来たりカラスが来たりとい

う中で、本当にこれが遊歩道かというようなと

ころが見受けられました。 

 それから、一中の裏辺りは水路が流れていま
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す。あそこがですね、夏なんかはもう流れてな

いんですね。 

 そのように、もう費用対効果が見えないって

いうふうに、個人的には思ってます。ですから、

まず、予算書には必ず緑の回廊線、幾らですと。

そして、できればですね、単独の業者に、専門

的にお任せしていただけるようなですね、費用

対効果を求めたいなと、そういう維持管理をし

ていただきたいというのが要望でございます。 

 よろしくお願いをしときます。 

○委員（谷口 徹君） 空き家バンク事業です

けれども、移住・定住をしている担当課と連携

して、売買が促進されるような取組もしていた

だければと思います。 

 移住・定住をやっている担当課のほうにも頑

張っていただければと思いますけど。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（前川祥子君） 老朽危険の除去の問題

ですけども、６０件出していただくのも精いっ

ぱいじゃないかなと。毎年これだけ出していた

だいて、それで、なおかつ要望は９９件あって、

精いっぱいして６３件だったと。昨年度のです

ね、実績が。それだけもう空き家で老朽化して

いるところが多いんだということが、もう皆さ

ん、周知のことだと思っています。 

 その中で、その八代市空き家等対策協議会と

いうものが出来上がると。大変喜ばしいことだ

なあと思います。本当に危険な箇所を、もう先

に数多くやっていただければ、その周辺の方々

が一番安心されると思うんですよね。そこが一

番の問題だと私も思ってますので、ここは、本

当よかったなと思ってますが、よかったなだけ

でなくて、本当に機能していただきたいなと思

っております。 

 それから、八千把地区土地区画整理事業の件

は、本当に平成１２年からということで、長年

にわたってやられている中で、非常にあの道が

広く４車線になり、それから、いろんなお店が

できてきて、今やもう、あそこがメインストリ

ートじゃないかなと思うぐらいに開けてきてま

す。 

 これから後、令和１０年まで区画整理が進む

ということで、まだまだ楽しみだなというふう

には思っておりますけど、ぜひ使い勝手のいい

まちづくりになっていただければ、人流の増え

るようなですね、流れがよくあそこに行き届く

ようなまちづくりになっていただければなとい

うふうに思ってます。 

 それから、先ほどの原材料費ですけど、これ

はなぜかというと、地区要望のところでですね、

やっぱり約１０００ぐらい要望がある中で、３

割しかできないと。そのあと７割がいろんなと

ころで、住民の方ができないところもあるだろ

うとは思いますけど、先日ですね、八代鏡宇土

線から千丁に入る水路のあの道ですかね。すご

い使い勝手のいい道がありますけど、あそこが

非常に、皆さんよく通る割には、陥没がひどく

てですね、長年のあの辺の方々の懸案事項じゃ

ないかなと思うんですけど、一向に進まなくて。 

 先日そこ通ったときに、住民の方だと思うん

ですよね。年配の方が２人でやってらしたんで

すよ、陥没のところにですね。何ですか、コン

クリを造ったものをまいて、そこに入れてらし

たんですよ。苦肉の策だと思うんですよね。結

局、雨が降ったら、そこにまた水が浸透して陥

没はするというのは、もうこれは分かってます

けど、それでも、――多分住民の方じゃないで

すか。 

 職員だったんですか。年配の方と言いました

けど、そうなんですね。ああいうことだったら、

住民の方でもできないことはないかなあと思い

ながら。ああいう作業が、住民の方々にも理解

していただいて進めば、もっと、この要望が、

要望というのは道だけじゃないでしょうけど、
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そういうところは整備されて、少しでもですね、

いくんじゃないかなあというふうに思いました。 

 今後ともよろしくお願いいたします。以上で

す。 

○委員（山本幸廣君） 要望でよかですか。 

 ９８ページですけども、先ほどいろんな方々

から、八千把地区土地区画整理事業について質

疑があったわけですけども、これは沖田部長、

その他の方々、要望ですけども、八千把地区土

地区画整理事業だけで終わらないでください。

南部のほうも区画整理はやっぱし推進をしよう

という気持ちになってください。これはぜひと

も要望です、強い強い要望です。やっぱり南部

の開発を含めてですね。 

 もうこれだけの年数の区画整理、八千把につ

いてはですね、やはり投資をされて、そしてま

たいろんなすばらしいまちづくりができたんで

すよ。見てのとおりですよ。これはもう本当の

職員の方々の努力ですよ。民間企業も一緒です

けども。南部の開発の中で区画整理事業、ぜひ

とも、私が生きとううちは手がけたいと思いま

すので、御協力方よろしくお願いします。 

 強い要望です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８号・令和４年度八代市一般会計予算

中、当委員会関係分については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため小会いたします。 

（午後２時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時３７分 本会） 

◎議案第１２号・令和４年度八代市農業集落排

水処理施設事業特別会計予算 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、議案第１２号・令和４年度八代市農業

集落排水処理施設事業特別会計予算を議題とし、

説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） こんにちは。

下水道総務課の奥村でございます。よろしくお

願いいたします。着座にて説明させていただき

ます。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 議案第１２

号・令和４年度八代市農業集落排水処理施設事

業特別会計予算につきまして説明いたします。 

 予算書の説明の前に、まず、八代市農業集落

排水処理施設事業の概要につきまして御説明さ

せていただきます。 

 この事業は、農業集落の生活環境の向上と公

共用水域の水質保全を目的として、東陽町と泉

町の中心部で実施しております。東陽町が平成

７年度から１１年度まで、泉町が平成４年度か

ら８年度まで事業を行っておりまして、建設事

業は完了しており、現在は、施設の維持管理や

使用料の徴収などが主な業務となっております。 

 令和２年度末の東陽町と泉町を合わせました

処理区域内人口は１８４０人、水洗化人口が１

５１５人で、水洗化率は８２.３％となってお

ります。 

 令和３年度は、全体で２世帯の新規接続があ

っておりますが、地域全体の人口減少に伴い、

農集区域内の水洗化人口も減少している状況で

ございまして、令和３年度末の水洗化率は、２

年度末と同程度を見込んでおります。 

 このような状況の中で、令和４年度予算も、

引き続き、農業集落の生活環境の向上のための

排水処理施設の維持管理費が主なものとなって

おります。 

 以上簡単ですが、概要説明を終わります。 
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 続きまして、令和４年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計予算の内容について御説

明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、第１条第１項で、そ

れぞれ９０８０万１０００円と定めております。

この額は、前年度より２９０万８０００円の減

額となっております。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、２ページの第１表歳入歳出

予算に記載しております。 

 第２条の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、３ページの第２表、地方債

のとおり、資本費平準化債を目的に、１１９０

万円を限度額として、起債の方法を証書借入れ

または証券発行とし、利率及び償還の方法は記

載のとおりでございます。 

 それでは、本予算につきまして、４ページか

らの説明書を基に、主なものを御説明いたしま

す。 

 おめくりいただきまして、６ページをお願い

いたします。 

 歳入でございます。 

 款１・分担金及び負担金、項１・分担金、目

１・農業集落排水事業費分担金２０万円は、新

規ます設置者に対して、条例に基づき、１世帯

当たり１０万円を徴収しておりまして、前年度

と同様２件分を予定しております。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・農業集落排水処理施設使用料では、３６３

６万円を計上しており、前年度より４２万１０

００円の減となっています。 

 ７ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

４２３２万４０００円は、農業総務費からの一

般会計繰入金で、前年度より１０８万７０００

円の減となっております。 

 これは長期債の元利償還額の歳出減が主な要

因でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 款６、項１・市債、目１・農業集落排水事業

債１１９０万円は、資本費平準化債でございま

して、１４０万円の減となっております。 

 資本費平準化債は、使用者の負担を軽減し、

かつ世代間の負担の公平を図るため、本事業に

おける負担の一部を後年度に繰り延べるための

ものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 款１、項１・農業集落排水処理事業費、目

１・農業集落排水事業費４０８２万６０００円

は、農業集落排水処理施設の維持管理と普及促

進及び使用料の徴収などに要する経費でござい

ます。 

 主な内訳は、職員１名分の人件費８２０万４

０００円、東陽地区一般事務事業で２１４７万

５０００円。これは主に維持管理費経費でござ

いまして、処理場及びマンホールポンプの電気

料、設備修繕、脱水汚泥収集運搬料、施設の維

持管理業務委託などでございます。 

 なお、増額している理由といたしましては、

農業集落排水事業審議会開催に伴う委員報酬及

び旅費１６万６０００円、東陽地区の農業集落

排水を宮原処理区への接続を検討するための調

査費３０万８０００円が主な要因でございます。 

 また、泉地区一般事務事業で１１１４万７０

００円を計上いたしております。 

 これも東陽地区と同様、維持管理経費でござ

いまして、処理場及びマンホールポンプの電気

料、施設修繕、汚泥引き抜き手数料、施設の維

持管理業務委託などが主なものでございます。 

 次に、款２、項１・公債費４９９７万５００

０円は、長期債償還元金が４５８７万円、長期

債償還利子が４１０万５０００円でございまし

て、前年度より３００万１０００円の減額とな

っており、内訳は説明欄に記載のとおりでござ
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います。 

 次の１０ページから１６ページまでは給与費

明細書でございますが、説明は省略させていた

だきます。 

 １７ページをお願いいたします。 

 地方債の当該年度末における現在高の見込み

に関する調書でございます。 

 農業集落排水整備事業債の前年度末現在高見

込額が２億２８１９万１０００円、当該年度中

起債見込額が１１９０万円、同年度中元金償還

見込額が４５８７万円でございますので、当該

年度末現在高見込額は１億９４２２万１０００

円でございます。 

 農業集落排水処理施設事業につきましては、

施設の長寿命化と施設更新・整備に要する費用

の平準化を図りながら、計画的な経営を目指し、

使用料収入の確保や適切な維持管理による経費

のさらなる縮減に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上で、議案第１２号：令和４年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計予算の説明を

終わります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（上村哲三君） 議案審査の途中であ

りますが、ここで小会いたします。 

（午後２時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４６分 本会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑をお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２号・令和４年度八代市農業集落排

水処理施設事業特別会計予算については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１３号・令和４年度八代市公共浄化槽

等整備推進事業特別会計予算 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第１３

号・令和４年度八代市公共浄化槽等整備推進事

業特別会計予算を議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村でございます。引き続きよろしくお願

いいたします。着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 議案第１３

号・令和４年度八代市公共浄化槽等整備推進事

業特別会計予算につきまして説明いたします。 

 まず、予算書の説明の前に、八代市公共浄化

槽等整備推進事業の概要につきまして御説明さ

せていただきます。 

 この事業は、八代市が設置主体となって、浄

化槽を東陽町、泉町の農業集落排水処理施設事

業の認可区域以外の地区で整備し、雑排水等を

処理することにより、生活環境の保全及び公衆

衛生の向上を図るものでございます。 

 東陽町は平成１３年度から、泉町は平成１４

年度からそれぞれ実施しており、令和３年度は、

当初設置予定４基に対して、泉町で２基設置い

たしております。 

 なお、令和４年度も前年度同様、４基の設置

を予定しております。 

 以上、簡単ですが、概要説明を終わります。 

 続きまして、令和４年度八代市公共浄化槽等

整備推進事業特別会計予算の内容について御説
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明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、第１条第１項で、そ

れぞれ５０６７万３０００円と定めております。

この額は、前年度より１４万５０００円の減額

となっております。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、２ページの第１表歳入歳出

予算に記載しております。 

 第２条の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、３ページの第２表地方債の

とおり、公共浄化槽等整備推進事業を目的に、

３４０万円を限度額として、起債の方法を証書

借入れまたは証券発行とし、利率及び償還の方

法は記載のとおりでございます。 

 それでは、本予算につきまして、４ページか

らの説明書を基に、主なものを御説明いたしま

す。 

 おめくりいただきまして、６ページをお願い

いたします。 

 歳入でございます。 

 款１・分担金及び負担金、項１・分担金、目

１・公共浄化槽等整備推進事業費分担金４０万

円は、合併処理浄化槽を市で設置する際、条例

に基づき、１基当たり１０万円を徴収しており

まして、前年度と同様、４基分を見込んでおり

ます。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・公共浄化槽等整備推進事業使用料では、２

６７４万７０００円を計上しており、令和３年

度より６万４０００円の増となっています。 

 ７ページをお願いいたします。 

 款３・国庫支出金、項１・国庫補助金、目

１・公共浄化槽等整備推進事業費国庫補助金１

３１万６０００円は、浄化槽整備に関する補助

金で、基準額の３分の１が交付されるものです。 

 款４・県支出金、項１・県補助金、目１・公

共浄化槽等整備推進事業費県補助金１０万８０

００円は、前年度に設置した基数に応じ、事業

費の６.５％が交付される後年交付金でござい

ます。 

 款５・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

１８６８万５０００円は、前年度より５５万４

０００円の減となっております。 

 繰入金は、生活環境総務費からの一般会計繰

入金で、維持管理費や公債費などに充当してお

ります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 款８、項１・市債、目１・公共浄化槽等整備

推進事業債３４０万円は、新規予定設置基数４

基が対象となります。４０万円増額につきまし

ては、くみ取りからの転換に対する配管助成を

新たに行うことが理由でございます。 

 おめくりいただきまして、９ページをお願い

いたします。 

 歳出でございます。 

 款１、項１・公共浄化槽等整備推進事業費、

目１・浄化槽総務費３８４４万円は、浄化槽施

設の維持管理と普及促進及び使用料の徴収など

に要する経費でございます。 

 内訳は、右側の説明欄に記載のとおり、職員

１人分の人件費と、東陽地区及び泉地区一般事

務事業に必要な費用でございまして、東陽地区

一般事務事業１０１４万７０００円は、浄化槽

１５１基分の法定検査手数料や維持管理委託料

などが主なものでございます。 

 泉地区一般事務事業１８６６万円は、東陽地

区と同様に、浄化槽２６４基分の法定検査手数

料や浄化槽維持管理委託料などが主なものでご

ざいます。 

 目２・浄化槽整備費５７０万８０００円は、

右側の説明欄に記載の東陽地区及び泉地区整備

事業に必要な費用でございます。 

 東陽地区整備事業２８４万８０００円は、新

規浄化槽設置工事２基分が主なものでございま

す。 
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 また、泉地区整備事業２８６万円も同様に、

新規浄化槽設置工事２基分が主なものでござい

ます。 

 ４２万８０００円増の理由は、歳入でも申し

上げましたとおり、くみ取りからの転換に対す

る補助を新たに行うことによるものでございま

す。 

 款２、項１・公債費、目１・元金が５４２万

４０００円、目２・利子が１１０万１０００円

でございます。 

 なお地区ごとの内訳は説明欄に記載のとおり

でございます。 

 １０ページから１６ページまでは、給与費明

細書、１７ページ上段は、債務負担行為の支出

予定額等に関する調書でございますが、説明は

省略させていただきます。 

 １７ページ下段をお願いいたします。 

 地方債の当該年度末等における現在高の見込

みに関する調書でございます。 

 公共浄化槽等整備推進事業債の前年度末現在

高見込額が７３６２万７０００円、当該年度中

起債見込額が３４０万円、当該年度中元金償還

見込額が５４２万４０００円でございますので、

当年度末現在高見込額は７１６０万３０００円

でございます。 

 公共浄化槽等整備推進事業につきましては、

適切な維持管理や使用料の増収に努めてまいり

たいと考えております。 

 以上で、議案第１３号・令和４年度八代市公

共浄化槽等整備推進事業特別会計予算の説明を

終わります。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３号・令和４年度八代市公共浄化槽

等整備推進事業特別会計予算については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため小会いたします。 

（午後２時５６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５７分 本会） 

◎議案第２０号・令和４年度八代市下水道事業

会計予算 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２０号・令和４年度八代市下水

道事業会計予算を議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村でございます。隣が下水道建設課長の

涌田でございます。よろしくお願いいたします。

（｢よろしくお願いします」と呼ぶ者あり）着

座にて説明させていただきます。 

 それでは、議案第２０号・令和４年度八代市

下水道事業会計予算について御説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条の総則で、令和４年度八代市下水道事

業会計の予算は、次に定めるところ、すなわち、

第２条から第１１条に定めるところによるとし

ております。 

 第２条、業務の予定量でございます。 

 令和４年度末の予定として、処理区域内人口

を６万１３２４人、処理区域面積を１７７８ヘ

クタール、水洗化人口を５万３６５３人、年間

総処理水量を７０４万８６８１立米、年間有収

水量を６００万５４７６立米、また、主要な建

設改良事業といたしまして、管渠施設整備費を
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１０億８０６３万６０００円、ポンプ場施設整

備費を４億９５６万円及び水処理センター施設

整備費を１億３１１８万９０００円としており

ます。 

 おめくりいただきまして、２ページをお願い

いたします。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額でござ

います。 

 まず、収入でございます。 

 第１款・下水道事業収益で３５億１９６４万

５０００円。内訳としまして、第１項・営業収

益で１４億６２３７万円、第２項・営業外収益

で２０億５７２７万２０００円、第３項・特別

利益で３０００円を計上いたしております。 

 次に、支出でございます。 

 第１款・下水道事業費用で２９億９０９９万

３０００円。内訳としまして、第１項・営業費

用で２６億９５７５万５０００円、第２項・営

業外費用で２億８９２３万６０００円、第３

項・特別損失で１００万２０００円、第４項・

予備費で５００万円を計上いたしております。 

 したがいまして、差引き収支は５億２８６５

万２０００円の黒字を見込んでおります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額でござ

います。 

 まず、収入でございます。 

 第１款・資本的収入で２３億６０４９万４０

００円。内訳としまして、第１項・企業債で１

３億３３２０万円、第２項・補助金で８億５４

５万１０００円、第３項・受益者負担金及び分

担金で３９０４万４０００円、第４項・他会計

負担金で１億８２７９万９０００円を計上いた

しております。 

 次に、支出でございます。 

 第１款・資本的支出で３４億１７１２万８０

００円。内訳としまして、第１項・建設改良費

で１６億４５９４万２０００円、第２項・企業

債償還金で１７億７０１８万６０００円、第３

項・予備費で１００万円を計上いたしておりま

す。 

 したがいまして、差引き収支は１０億５６６

３万４０００円の財源不足を見込んでおります。 

 なお、４条の括弧書きである、資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額１０億５６

６３万４０００円は、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額１億９５万８０００円、

当年度分損益勘定留保資金６億２６３７万８０

００円及び当年度利益剰余金処分額３億２９２

９万８０００円で補塡するものとしています。 

 なお、収益的収入及び支出と資本的収入及び

支出の詳細につきましては、後ほど、予算に関

する説明書で御説明いたします。 

 おめくりいただきまして、４ページをお願い

いたします。 

 第５条、債務負担行為でございます。 

 １件の債務負担行為の設定となりますが、こ

ちらは、令和５年度から令和９年度までの５年

間、料金徴収事務等窓口業務につきまして、民

間へ委託する予定としているため、債務負担行

為の設定を行うものです。 

 なお、令和４年度中に委託業者の選定を行う

必要がありますことから、期間は令和４年度か

ら令和９年度、限度額は１億２８０４万円とし

ております。 

 第６条は企業債でございます。 

 施設整備に伴う建設改良企業債及び資本費平

準化債などの準建設改良企業債を合わせて、１

３億３３２０万円を限度額として設定しており

ます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 第７条、一時借入金の限度額は２０億円と定

めております。 

 第８条は、予定支出の各項の経費の金額の流

用でございます。これは予定支出の各項の経費

の金額のうち、項と項の間で流用することがで
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きる場合は、営業費用と営業外費用との間のみ

であることを定めております。 

 第９条は、議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費として、職員給与費２億１

６９２万９０００円を定めております。 

 第１０条、他会計からの補助金としまして、

下水道事業会計の経営基盤確立のため、一般会

計からこの会計へ補助を受ける金額、いわゆる

基準外の繰入金は２億５５９５万１０００円を

予定しております。 

 第１１条、利益剰余金の処分では、当年度の

純利益見込みのうち、３億２９２９万８０００

円を、先ほどの第４条括弧書きにあります資本

的収支の不足を補塡するため、減債積立金とし

て積立て処分することをあらかじめ定めるもの

でございます。 

 おめくりいただきまして、７ページをお願い

いたします。 

 下水道事業会計予算に関する説明書でござい

ます。 

 １枚めくっていただきますと、地方公営企業

法施行令第１７条の２に基づき、９ページから

１３ページまで、予算の実施計画、１４ページ

に予定キャッシュ・フロー計算書、１５ページ

から１９ページまで、令和３年度の予定損益計

算書及び予定貸借対照表、２０ページから２２

ページまで、令和４年度の予定貸借対照表を掲

載いたしております。 

 それでは、令和４年度予算の詳細につきまし

て御説明いたします。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出でございます。 

 まず、収入でございます。 

 款１・下水道事業収益、項１・営業収益、目

１・下水道使用料で１２億３７１７万円、目

２・雨水処理負担金で２億２３８１万３０００

円、目３・その他営業収益で１３８万７０００

円を予定しております。 

 下水道使用料が、昨年度より４２８万円の増

となっておりますのは、接続世帯数の増加の影

響が主な要因でございます。 

 また、雨水処理負担金は、雨水処理経費に係

る基準内の一般会計繰入金で、その他営業収益

は、督促手数料が主なものでございます。 

 おめくりいただきまして、２４ページをお願

いいたします。 

 項２・営業外収益では、目２・他会計負担金

で８億５６４万９０００円、目４・長期前受金

戻入で１２億１２８３万３０００円がその主な

ものでございます。 

 なお、他会計負担金は、汚水分の元利償還金

等に係る一般会計からの基準内繰入金でござい

ます。 

 また、長期前受金戻入は、施設整備費を耐用

年数で割って費用化する減価償却と同様に、こ

れまで、施設の整備を行った際に受け入れた国

庫補助金などを耐用年数で割って収益化するも

のでございます。 

 次の項３・特別利益の説明は省略させていた

だき、２５ページをお願いいたします。 

 収益的支出でございます。 

 まず、款１・下水道事業費用、項１・営業費

用、目１・管渠費で７４１５万４０００円を予

定しております。 

 管渠費は、管渠の維持管理に要する費用でご

ざいまして、主なものは、節区分、一番上の修

繕費１９２９万７０００円で、右側の説明欄に

記載のマンホールポンプ等の修繕、また、２つ

下の委託料４３４５万３０００円で、マンホー

ルポンプ清掃等業務委託や麦島雨水幹線清掃業

務委託、下水道台帳作成業務委託などを予定し

ております。 

 次に、目２・ポンプ場費５１２６万４０００

円は、市内６か所にあります雨水及び汚水ポン

プ場の維持管理に要する費用でございます。 

 主なものは、節区分下から３つ目の委託料２
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４１１万５０００円で、自家用発電機保守点検

委託や松崎中継ポンプ場自動除塵機分解整備委

託、中央・麦島ポンプ場し渣処分業務委託など

を予定しております。 

 おめくりいただきまして、２６ページをお願

いいたします。 

 目３・水処理センター費４億６２８万５００

０円は、水処理センターの維持管理に要する費

用でございます。 

 主なものは、右側の説明欄に記載の一般職５

名分の人件費のほか、節区分中ほどの修繕費７

４２万８０００円で、消化管廊、脱離液管修繕

など、３つ下の委託料３億１０７９万３０００

円で、ナンバー３主ポンプ分解点検整備委託や

施設運転業務委託、脱水汚泥処理業務委託など

を予定しております。 

 次に、２７ページの目４・流域下水道管理費

１億６０６６万９０００円は、千丁及び鏡処理

区を含む、八代北部流域下水道において、県が

設置している八代北部浄化センターや幹線管渠

などの維持管理費を構成団体である八代市、宇

城市、氷川町で負担する、八代北部流域下水道

維持管理負担金でございます。 

 次に、目５・総係費１億６４１７万２０００

円は、使用料の賦課徴収経費や水洗化促進経費

及び事業運営に要する総括的費用でございます。 

 主な費用は、一般職１４名分の人件費のほか、

節区分下から６番目、委託料１４８６万２００

０円では、右側説明欄にあります下水道使用料

徴収業務委託や水洗化促進業務委託、コンビニ

収納事務委託、検針業務委託を、３つ下の補助

金６００万円で、下水道への接続等に対して助

成を行う排水設備工事費助成金を予定しており

ます。 

 おめくりいただきまして、２８ページをお願

いいたします。 

 目６・減価償却費は１８億２４３２万９００

０円でございます。 

 内訳は、有形固定資産減価償却費で１７億６

８６８万６０００円、無形固定資産減価償却費

で５５６４万３０００円でございます。 

 次に、目７・資産減耗費は１４８８万１００

０円でございます。 

 節区分に固定資産除却費として計上していま

すが、これは、管渠等について、効率的な延命

化や改築更新を実施することに伴い、当該固定

資産のうち、減価償却費として費用化されてい

ない額について、除却費として計上するもので

ございます。 

 次に、項２・営業外費用、目１・支払利息及

び企業債取扱諸費で２億８９２３万５０００円

は、企業債及び一時借入金の利息でございます。 

 次に、２９ページの項３・特別損失、目２・

過年度損益修正損１００万円は、過年度分の下

水道使用料調定減に伴う特別損失でございます。 

 次に、項４・予備費では、前年度と同様５０

０万円を計上いたしております。 

 おめくりいただきまして、３０ページをお願

いいたします。 

 資本的収入及び支出でございます。 

 まず、収入でございますが、款１・資本的収

入、項１、目１・企業債で１３億３３２０万円

を予定しております。 

 内訳は、令和４年度の建設改良に伴う企業債

９億９６８０万円及び資本費平準化債などの準

建設改良企業債３億３６４０万円でございます。 

 昨年度より２億４５２０万円増加しておりま

すのは、未普及地域への整備促進による管渠布

設工事費の増に加え、国の補正予算に伴う３月

補正への前倒し額が昨年度より減となったこと

によるものでございます。 

 次に、３１ページの項２・補助金、目１・国

庫補助金５億４９５０万円は、建設改良に伴う

国庫補助金であり、目２・他会計補助金２億５

５９５万１０００円は、汚水処理の元金償還金

等に係る一般会計からの基準外繰入金でござい
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ます。 

 国庫補助金につきましては、企業債と同様に、

建設改良費の増により増額となっており、また、

基準外繰入金である他会計負担補助金につきま

しては、経費の縮減や料金改定を行うなど、経

営改善を図ることで、徐々に減らしていくこと

としており、２３４８万７０００円の減となっ

ております。 

 次に、項３・受益者負担金及び分担金、目

１・受益者負担金３３５０万９０００円と目

２・受益者分担金５５３万５０００円は、下水

道の供用開始に伴う八代処理区、鏡処理区の受

益者負担金及び八代東部処理区、千丁処理区の

受益者分担金でございます。 

 受益者負担金及び分担金が、昨年度より７２

０万１０００円減少しておりますのは、賦課予

定件数の減によるものでございます。 

 おめくりいただきまして、３２ページをお願

いいたします。 

 項４・負担金、目１・他会計負担金１億８２

７９万９０００円は、汚水処理元金償還金等に

係る一般会計からの基準内繰入金である一般会

計負担金が１億７９０８万７０００円及び汚水

管築造工事に伴う水道事業からの同時施工負担

金である水道事業負担金が３７１万２０００円

でございます。 

 次の３３ページからは、資本的支出でござい

ます。 

 款１・資本的支出、項１・建設改良費、目

１・管渠施設整備費で１０億８０６３万６００

０円を予定しております。 

 これは、管渠施設の建設に要する費用で、主

なものは、一般職１２名分の人件費のほか、節

区分中ほどの委託料７１１２万７０００円では、

右側の説明欄に記載の管渠築造工事に伴う設計

業務委託通常分で、３処理区合わせて４３００

万円、また、管渠築造工事に伴う設計業務委託

ストックマネジメント分で、八代処理区分とし

て４２９万円、公共下水道事業全体計画変更業

務委託等で１１６６万円、さらに、衛生処理セ

ンターの老朽化に伴うし尿処理対策として、水

処理センターでの共同処理を予定しているため、

受入れに必要な広域化共同化に伴う公共下水道

事業計画変更業務委託等で１２１７万７０００

円を予定しております。 

 ３つ下の工事請負費の８億３３４２万９００

０円については、管渠築造工事通常分で、八代

処理区として５億８９１７万６０００円、千丁

処理区として８３０１万円、鏡処理区として１

億５３５３万３０００円、３処理区合わせて８

億２５７１万９０００円を予定しており、八代

処理区では、麦島・宮地地区で約４.３キロメ

ートル、千丁処理区では、古閑出地区で約０.

７キロメートル、鏡処理区では、両出・貝洲地

区で約１.７キロメートルの合計約６.７キロメ

ートルの整備を予定しております。 

 また、管渠築造工事ストックマネジメント分

は、八代処理区で５７１万円を予定しており、

整備後の年数が経過している中心部付近で老朽

化が著しいと診断結果が出ている部分を予定し

ております。 

 節区分の下から２つ目、補償補塡及び賠償金

７７７０万円では、管渠築造工事に伴う地下埋

設物等移設補償費で、３処理区それぞれ予定し

ております。 

 なお、公共下水道事業予定箇所につきまして

は、お手元の別紙、建設環境委員会資料を後ほ

ど御参照いただければと思います。 

 次に、目２・ポンプ場施設整備費４億９５６

万円の主なものは、委託料３億８２００万円で、

中央ポンプ場改築工事委託や中央ポンプ場浚渫

業務委託を、また、工事請負費２６７４万１０

００円で、中央ポンプ場排水樋門改修工事など

を予定しております。 

 おめくりいただきまして、３４ページをお願

いいたします。 
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 次に、目３・水処理センター施設整備費１億

３１１８万９０００円の主なものは、委託料７

８００万円で、汚水処理設備改築に伴う詳細設

計業務委託を、また、工事請負費５２２９万４

０００円で、電気基盤等更新工事やナンバー１、

２消泡水ポンプ更新工事などを予定しておりま

す。 

 次に、目４・流域下水道建設費２４１４万１

０００円は、八代北部流域下水道建設負担金で

あり、八代北部浄化センター改築更新工事など

の建設費が予定されており、構成団体である八

代市、宇城市、氷川町で負担金を支払うもので

ございます。 

 次に、目５・営業設備費４１万６０００円の

主なものは、量水器の購入を予定しております。 

 次に、項２、目１・企業債償還金１７億７０

１８万６０００円は、これまで借り入れた企業

債の償還元金でございます。 

 項３、目１・予備費では１００万円を計上い

たしております。 

 次に、３５ページから４２ページまでは、給

与費明細書、債務負担行為に関する調書、企業

債に関する調書でございますが、個別の説明は

省略させていただきます。 

 後に、４３ページと４４ページに注記を記

載しております。 

 これは地方公営企業法施行規則第３５号に基

づき、重要な会計方針に係る事項と予定貸借対

照表に関する注記を記載いたしております。 

 下水道事業につきましては、令和４年度も、

浸水の防除、汚水の排除、トイレの水洗化とい

った生活環境の向上を図り、安全で安心な市民

生活の確保に努めるとともに、持続可能な下水

道事業の実現のため、健全経営に努めてまいり

ます。 

 以上で、議案第２０号・令和４年度八代市下

水道事業会計予算の説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。 

○委員（前川祥子君） この際ちょっとお伺い

したいなと思ってるんですけど、下水道の老朽

化と言うんでしたら、この八代地区内で一番古

い下水道の地区というのは、どの辺りになるん

でしょう。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 汚水

管と雨水管ということがありまして、八代市は

分離式でやっております。雨水管につきまして

は、昭和５３年度からスタートしまして、汚水

管は昭和５７年から始めております。一番古い

管、汚水管のほうはですね、大体、終末処理場

が新港町にあります。熊本県営八代運動公園の

南側に処理場があります。それからずっと管を

設けてきていますので、一番古いのは、昭和５

７年に築造したのが一番古い管渠となります、

汚水管につきましてはです。 

○委員（前川祥子君） その汚水管の一番古い、

昭和５７年に造られたと、何て言うんですか、

配管をしたというのは、まだ残っているという

ことですよね。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 下水

道管については、ほぼ全部残っておりまして、

今回ストックマネジメントということで、管渠

が古い分につきましては、管の更生だったりと

いうことで行っております。 

○委員（前川祥子君） 汚水管もこれから布設

替えするという計画はもう立てられていると思

いますが、一番古いものから逐次やっていくと

いうような計画で認識していいんでしょうか。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 管渠

の更新につきましては、補助対象でいきますと

２０年以上の管渠になりまして、その２０年以

上の管渠に対しまして、カメラを入れさせてい

ただいております。簡易カメラを調査したとこ

ろでですね、損傷が著しいところを、管の更生
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をやっているということで、特に支障がないと

ころはそのままの管を使っているということに

なります。 

○委員（前川祥子君） 古いからといって、結

果がよければ、そこは、その計画にはまだ入れ

ないというふうで、ことでいいんですか。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） はい、

そうでございます。 

○委員（前川祥子君） はい、分かりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございますか。 

○委員（山本幸廣君） 関連でよかですか。今、

涌田課長かな、次長かな、説明なされた中で、

カメラ入れてから診断をした結果、そういう部

分が出たという。専門の方々が診断結果された

と思うんですよね。それについてのデータとい

うんですか、どこどこの箇所については、どう

どう。はっきり言って著しい。著しいというの

はどういうのが、どこまでが著しいなのか。そ

れとやっぱり著しくなければ、３年以内には改

修せなきゃいけない。即改修せないかん。そう

いう１つの基準というのは、診断した専門家の

結果というのはあるわけですか。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 今ま

で旧八代市と千丁町、鏡町ということで、管渠

入れてきてますけど、大体４００キロぐらい管

渠ございます。その中で２０年以上は、もうほ

ぼほぼ、もう旧八代市内になるんですけど、そ

の中で、以前はヒューム管を入れてたというと

ころでですね、管が割れたりとかですね、そこ

から管の接合部分が損傷してて不明水といいま

すか地下水が入ったというところを管の中に、

塩ビ管の管の更生をやって、不明水の対策とか

管渠のひび割れの防止、直しているということ

になります。 

○委員（山本幸廣君） 以前、私がこの下水道

についての、昔は特別会計って言ったんですけ

ど、今企業会計に変わったんですけどもね。一

番心配しているのはそこなんですよ。 

 維持費が加算をしてくるのが一番心配してい

ます。そうですね。どうしてもこれは企業会計

というのは、特別な採算方法というのは、ある

わけですので、私が調べた範囲内では、京都が

もう１周回ってしまって、２週目回り、３週目

に行くんですよね。というのは、京都が一番早

い下水道に着工して、八代市がその企業会計の

今回の会計を見れば、始まった年数というのは、

もう御存じかと、私も大体知ってますけどもで

すね。 

 そういう中での維持費というのは、これから

どんどんどんどん加算をしてきます。これが一

番心配なんですよ。かと言って、エリアはある

程度、その区域というのは広げていかないかん。

特に、鏡町、千丁町というのは、県のほうの負

担の中に、今しよるわけですけども、ここはも

う完全に行くわけですね。 

 あとの旧八代市のところについては、もう早

くいってから、ある程度診断をした中では、著

しいとこは、もう出てくると私思うんですけど

も、そこあたりどうですか。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） カメ

ラ調査した中でですね、損傷が著しいところに

つきましては、令和元年度から、もう補修をや

っております。令和３年度まで工事をやってい

まして、第１期の調査した箇所につきましては、

令和４年度で一応終了ということで、２期目を

踏まえて、今年度カメラ調査をやってきている

という状況になります。 

○委員（山本幸廣君） カメラ調査の中で、そ

の見通しというのは、もう大体その年度ごとに

大体そういうのが著しいのが出てくるというこ

とで理解してよろしいですか。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 年度

ごとって言いますか。もうその場所場所でです

ね、不明水とかあったところを見つけて補修を

するという形になりますので、そのためにカメ

ラで調査してはっきり分かるようにして、その
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部分を補修してきて、不明水対策を行っている

ということになります。 

○委員（山本幸廣君） カメラって、全体的に

延長で入らせているんじゃないんですか、カメ

ラではしてないんですか、部分的にやってんの。

今の答弁では、部分的な答弁のような感じがす

るけどな。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） カメ

ラの調査はですね、マンホールからマンホール

区間を一つ一つ、全部カメラを通して、１つの

区間を全部確認いたします。損傷著しいなとい

うときには、また詳細調査ということで、もう

１回、距離から、どのくらいの量かというのを

詳細かけて、補修をするような形の、工法まで

決めた形を選定するということにしております。 

○委員（山本幸廣君） 素人で、私の感覚です

よ。年度別に下水道の整備をしていくじゃない

ですか。１０年区画のスパンの中で、私はその

カメラを注入して、１０年前、２０年前、スパ

ンの中でよ。せっかくならばそういうスパンの

中で調査した中で、じゃあ著しいところが、や

っぱりその１０キロ区域の中には何か所かあっ

たと。予算の計上にしても計画的に予算計上で

きると思う。維持費というのは。そういうのを

していただければなと、私はそういうふうな工

法をやっているかなという理解をしたいんです

けどね。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 先ほ

ど話したようにです。全体が４００キロぐらい

今管渠が入っております。それで、古い順番か

ら、まずはこの旧八代市の中心部を第１区域と

いうことで、全てカメラで調査をやっておりま

す。そこで、著しく悪いところについては、も

う先ほど話したように、令和元年度から補修を

してきております。 

 その第１期分のところが来年度、令和４年度

で完了すると。そして先ほど話したように、２

期分を今、カメラ調査をやっておりまして、今

から２期目の修繕箇所とか、管渠の更生箇所を

今から見て判断していきたいなということで思

ってます。 

○委員（山本幸廣君） あんまり、理解をした

いと思いますけども、旧八代市の中心部は、も

う中心部の２期、３期でカメラを入れるという

計画を執行部はしとると。私の感覚としては、

早く言えば、古いほうから、古く建設をした部

分から、１０年なら１０年のスパンの中でした

んですか。今のところは旧八代市全域、中心は

全部カメラ注入したんですか。してないんです

か。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 説明

がちょっと。対象が２０年以上の管渠というの

が、まずありまして、そこから優先的に古い順

番から調査をやっておりまして、その中で悪い

ところをやっているということになります。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） 理解しました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありますか。 

○委員（前川祥子君） 今のお話を聞きながら

ですね、著しく老朽化している部分を補修する

と。その部分を補修すると。今また、新しく管

が変わってきているんじゃないかなと思うんで

すよね。もう昭和５７年であれば、もう５０年

近く、そんなないか、４０年ぐらいですね。そ

の間管がよりいいものに、例えば、伸びるとか、

曲がるとか、何かそういったものにも変わって

きているんじゃないかと思うんです。その長さ

まで変えるということじゃないんですね。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 現在

の補修はですね、マンホールとマンホールの間

全てで管の更生をやっています。 

 以前はヒューム管でコンクリート管だったん

ですけど、その中にですね、今、塩ビ管という

のを入れまして、熱処理で、それに張りつける

ような感じ、その塩ビ管で自立をするというこ

とで、今あるヒューム管はそのまま残しておき



 

－56－

ながら、中に入れてきているので、管自体は新

しくなってきているということになります。 

○委員（前川祥子君） 地震のときには、外側

のコンクリが割れる可能性もありますけど、そ

れは県のほうはそのやり方を認めているという

ことになるんですね。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 今、

従来ヒューム管がありました部分については、

もうそのままにしているんですけど、それの中

に、この塩ビ管を入れますので、それ自体で構

造的にもつということで、ヒューム管が割れて

も、中の塩ビ管で対応できるということになっ

ております。 

○委員（前川祥子君） もう一つ。旧郡部のほ

うは上水道が通ってないというところもまだあ

るんですが、上水道の管を布設したいときに、

下水道も一緒にするとなると、負担割合という

ものも出てくるんでしょうかね、それぞれの工

事に対する。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 旧八

代市につきましては、水道局と話をしまして、

同時で入れるところについては、同時埋設の負

担金をいただいております。 

 千丁町、鏡町につきましては、生活環境事務

組合さんのほうが管理されますので、下水道管

に影響があるんであれば、一旦仮設をやりまし

て、下水道管入れて、上水道管をもう１回、そ

の堀山に入れ直すという部分もありますし、同

時に入れたときは、事務組合さんのほうから、

一緒に同時に埋設したいということで、相談が

あれば一緒に入れていただいております。 

○委員（前川祥子君） じゃあ負担割合という

ものが発生するわけですかね。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 八代

市の水道管については、負担割合を一部いただ

いて、負担でいただいています。 

 生活環境事務組合さんのほうは、もう堀山の

中に入れさせていただいて、負担はいただいて

おりません。 

○委員（前川祥子君） はい、分かりました。 

○委員（山本幸廣君） ちょっとページを前の

ほうに送っていただいたら、債務負担行為のと

ころ、第５条のところなんですけども、事項の

中で下水道関係料金の徴収の事務の手順等の業

務委託、これについては、令和４年度から令和

９年度、１億２８００万と限度額をしてありま

すが、効果があるから委託をされるということ

に理解をいたしたいと思いますが、大体これ専

門的なところはどういうところがあるのかな。 

○委員長（上村哲三君） 業務委託先。 

○委員（山本幸廣君） 委託先は。 

○下水道総務課主幹兼経営係長（園田哲次君） 

 下水道総務課、園田です。よろしくお願いし

ます。 

 徴収業務委託につきましては、既に水道局の

ほうが委託をされていまして、水道局の受託を

されている事業者さんは、ジェネッツという事

業者さんが、これ全国的に同じような業務をや

られているところがございまして、そういった

ところを参考にですね、下水道につきましても、

経費の削減というところを目指しまして、水道

局の更新に合わせて、一緒にやるというところ

で、今回、債務負担行為設定しております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） よく理解をいたします。

水道局のほうはですね、そういう委託者につい

ては、よろしかればですね、もう冒頭言ったよ

うに、経費の削減のためにメリットがあるから、

効果があるから委託をするということの前提で

すからですね。今よく分かりました。それでは、

選択については、しっかりした、こちらの要求

等もしていただきたいと思います。 

○委員長（上村哲三君） 質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 意見がありましたら、

お願いいたします。 
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○委員（太田広則君） 昨日、一般質問をさせ

ていただきましたので、意見じゃありません、

期待をする要望をして終わりたいと思います。 

 ２７ページの営業費用の総係費の中の、私が

昨日言った印刷製本費だったり通信運搬費とい

うところで、農業集落排水処理施設事業のほう

を合わせて６００万ということで、下水道事業

のほうで約５２０万円。１億６０００万のうち

のですね、何百万という数字ですけれども、じ

ゃあ、これの利益を出そうとしたら、６００万

利益を出そうとしたら相当の努力が必要になる

ということだろうと思います。そうした中に取

り組まれたと、取り組んでいきますということ

でございますので、昨日言い忘れたんですけど

も、時間がなくて言わなかったんですよ、実は。

というのは、結局、毎月やってたことを年に１

回するということですから、当然、製本、材料

代も減るし、それから、作業者の、数字に出な

い軽減策ですね。それから、当然部屋を使って、

機械を使うわけですから、機械の電気代であっ

たり、ＬＥＤの照明代とか、そういうのも、本

来計算すれば出てくるはずだと思います。 

 今回マイナスで４７万円というふうになって

おりますし、あれなんですが、見えないんです

が、しっかりと取り組まれた結果がですね、決

算時に出ればいいなと、皆さんが、こんなに作

業が簡単になりましたということが言えるよう

なですね、頑張っていただきたいなというふう

に期待をしておきます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（谷口 徹君） 資本的支出と収入と、

収益的支出と収入があって、この関連が分かる

ような資料を１部入れていただければ大変分か

ると、ありがたいと思いますので、一応要望と

いうことでお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） だそうです。お願い

します。 

 ほかにありませんか。 

○委員（前川祥子君） 下水道の老朽化、結構

長い、もう４０年以上ということで、まだまだ

見えてない部分が多数あるかと思います。 

 これから、豪雨災害、それから震災、もうそ

のときの震災というか、地震の災害ですね。そ

れこそ大きなことがあれば、今まで分からなか

った部分が露出されてくると。そのときには、

その周辺の方々が非常な思いをされるだろうと

いうのは、やっぱり想像されますので、ぜひと

も、もうそういう災害があったときはどうする

かというところまで、ぜひ考えていただいて、

診断はなるべく早くやっていただければなと、

強く要望いたします。 

 以上です。（｢委員長、議事進行」と呼ぶ者

あり） 

○委員長（上村哲三君） ただいま谷口委員か

ら申し出がありました資料請求に関してお諮り

をいたします。 

 本委員会として資料を請求することに御異議

ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しましたのでよろしくお願いいた

します。 

 それでは、以上でありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２０号・令和４年度八代市下水道事業

会計予算については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため小会いたします。 

（午後３時４１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（午後３時４２分 本会） 

◎議案第２３号・市道路線の認定について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 議案第２３号・市道路線の認定についてを議

題とし、説明を求めます。 

○土木課長（竹原彰吾君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）土木課の竹原

でございます。 

 議案第２３号・市道路線の認定についてを説

明いたします。着座にて、――すいません、着

座してました、すいません。（笑声）着座にて

説明させてもらってよろしいでしょうか。 

 それでは、議案書により説明させていただき

ます。 

 議案書の１７ページをお願いいたします。 

 市道路線の認定につきましては、道路法第８

条第２項の規定により議会の議決が必要であり

ますことから、今回は、鏡町の硴原西２号線の

認定をお願いするものでございます。 

 それでは、市道認定をすることになった経緯

について説明させていただきます。 

 議案書の１８ページに位置図を示しておりま

すので、御覧ください。 

 本路線は、鏡町貝洲地区のほぼ中央に位置し

ており、市道硴原西１号線から市道有佐貝洲大

江湖線へと接続する幅員が２.０メートルから

４.０メートルで、延長が約２０５メートルの

里道であります。 

 以前より地元から道路改良の要望が上がって

おりましたが、本路線に隣接する西側の地域に

おいて、県営事業の農業競争力強化基盤整備事

業、貝洲地区が平成２８年度から行われていた

ため、工事着手ができない状況となっておりま

した。 

 令和４年度に、この事業が完了する予定とな

っており、道路拡幅に必要な用地確保が見込め

るようになったことから、市内一円道路改良事

業として工事を行うため、新たに市道路線の認

定手続を行うものでございます。 

 なお、起点、終点の地番につきましては、１

７ページの議案書にて御確認をお願いいたしま

す。 

 以上で、議案第２３号・市道路線の認定につ

いての説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑をお願いします。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 まず、議案第２３号・市道路線の認定につい

ては、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午後３時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４５分 本会） 

◎議案第２４号・八代市土地開発公社の解散に

ついて 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２４号・八代市土地開発公社の

解散についてを議題とし、説明を求めます。 

○用地課長（正山茂文君） こんにちは。用地

課長の正山でございます。よろしくお願いいた

します。着座にて御説明させていただいてよろ

しいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○用地課長（正山茂文君） それでは、議案書
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の１９ページをお願いいたします。 

 議案第２４号・八代市土地開発公社の解散に

ついて御説明申し上げます。 

 提案理由でございますが、八代市土地開発公

社を解散することについて、公有地の拡大の推

進に関する法律第２２条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 まず、八代市土地開発公社の概要について御

説明申し上げます。 

 委員会資料の３ページをお願いいたします。 

 八代市土地開発公社は、昭和４７年に制定さ

れた、公有地の拡大の推進に関する法律により、

地方公共団体に代わって、土地の先行取得を行

うことを目的とする土地開発公社の創設が明文

化されたことに伴い、昭和４９年３月に設立さ

れました。 

 設立団体は八代市であり、資本金３００万円

を全額出資しております。役員数は、理事１５

名、監事１名の計１６名、職員数は、用地課の

職員が兼務する形で５名となっております。 

 次に、八代市土地開発公社の公共用地取得の

実績について御説明申し上げます。 

 委員会資料の５ページを御覧ください。 

 八代市土地開発公社は、平成年代も公共用地

取得を行い、その総取得面積は２万７４７９平

方メートル、総取得金額は７億５０３１万８０

００円となっております。 

 主な事業としましては、資料の事業実績に記

載しておりますが、平成２年のヘルシーパル八

代や広域行政事務組合消防庁舎の建設用地、平

成８年の高田公民館用地、平成１７年の有佐駅

西側宅地整備用地の取得を行っております。 

 次に、八代市土地開発公社の解散を行う理由

について御説明申し上げます。 

 委員会資料の６ページを御覧ください。 

 土地開発公社の設立以来、公共用地の先行取

得を行うことで、年々上昇する地価への影響を

抑えるなど、公共事業の推進を担ってきたとこ

ろですが、バブル経済崩壊以降、全国的に、都

市部を除き、土地価格の下落、横ばいの傾向が

続き、先行取得の必要性が低下しております。 

 また、当該公社において、平成１７年度を

後に、土地取得の実績がなく、現時点において、

八代市の事業用地の先行取得の予定がないこと

から、公社の役割が終わり、必要性がなくなっ

てきたものと判断されるため、解散を行うもの

でございます。 

 公社の解散手続についてでございますけれど

も、土地開発公社の解散につきましては、公社

の定款第２９条で、理事会で出席理事の４分の

３以上の同意を得た上、八代市議会の議決を経

て、熊本県知事の認可を受けたときに解散する

と規定しております。 

 本年２月７日、鏡支所３階の会議室で開催さ

れました公社の理事会において全会一致で、公

社解散に関する議案を可決しております。 

 次に、八代市土地開発公社が現在所有する財

産について御説明申し上げます。 

 公社の現状としましては、平成２９年末に有

佐分譲地を完売し、現在、保有している土地は

ございません。 

 現金及び預金の現在高は、資本金３００万円、

現金１７７１万円の合計２０７１万円でありま

して、借入金等はございません。 

 この残余財産については、八代市土地開発公

社定款第２９条第２項の規定に基づき、全てが

八代市へ帰属することとなっております。 

 次に、解散のスケジュールについて御説明申

し上げます。 

 委員会資料の８ページを御覧ください。 

 このたび、解散に係る議案を提出し、可決い

ただいた場合には、熊本県へ解散認可申請を行

います。熊本県から解散が認可されましたら、

公社の解散登記及び清算人登記を行い、２か月

間の債権整理期間を経て、清算人会の開催、清

算結了の登記を行い、熊本県へ清算結了の届け
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が終わり、全ての清算手続が終了することにな

ります。 

 おおむね 短で、令和４年１０月中旬を手続

完了と見込んでおります。 

 以上、議案第２４号・八代市土地開発公社の

解散につきまして御説明を申し上げました。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。 

○委員（太田広則君） 八代市土地開発公社は、

私も理事で大変お世話になりました。１点だけ

確認させてください。現金１７７１万円。八代

市へ帰属するということは八代市の何か積立基

金、どっかに行くということでしょうか。もし、

教えられる範囲で教えていただければ。 

○用地課長（正山茂文君） 一般財源の歳入に

なることになります。 

○委員（太田広則君） 分かりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにはありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 質疑じゃありませんけ

ど、公社の役割はよく果たしていただきました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（前川祥子君） これは基金が１４億あ

ったかと思いますが、そのお話、説明は、今あ

りましたか。 

○用地課長（正山茂文君） 土地開発基金のこ

とだと思いますけども、土地開発基金について

は、八代市土地開発公社の借入れ先の１つとい

うことでなりますので、土地開発基金について

は、公社の範疇ではないというようなことにな

ります。はい。 

○委員（前川祥子君） 分かりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２４号・八代市土地開発公社の解散に

ついては、可決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午後３時５３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５３分 本会） 

◎議案第３８号・八代市特定用途制限地域にお

ける建築物等の用途の制限に関する条例の一部

改正について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第３８号・八代市特定用途制限地域にお

ける建築物等の用途の制限に関する条例の一部

改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○建設政策課長（一美晋策君） 建設政策課の

一美です。よろしくお願いいたします。着座に

て説明をさせていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設政策課長（一美晋策君） 恐れ入ります。 

 八代市特定用途制限地域における建築物等の

用途の制限に関する条例の一部改正について説

明させていただきます。 

 資料３ページをお開きください。 

 初めに、この条例名の頭にあります八代市特

定用途制限地域とは、資料中段にあります、新

八代駅周辺の赤破線で囲まれた約９５ヘクター

ルの区域のことを指しておりまして、平成１９

年１２月に、本市の新たな玄関口として、良好

な住環境の形成を保持するために、都市計画法

に基づき、指定をした地域であります。 
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 その八代市特定用途制限地域において、景観

や風紀を損ねる建築物等の立地を防ぐために、

建築基準法に基づき、建築物等の用途の制限に

関する条例を同時期に策定したものが、今回改

正を予定している条例であります。 

 この条例により、資料下段にあります。１か

ら１０の建築物について、建築できないよう制

限してきました。制限している建築物には、第

９項にあります、床面積の合計が１５平方メー

トルを超える畜舎も含んでおります。 

 そのような中、今回、条例の改正をするに至

った経緯でございますが、資料上段の経緯に記

載しておりますとおり、令和４年４月１日から、

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律が

施行されることになります。 

 この法律は、近年の畜産業を取り巻く国際経

済環境の変化に対応し、新たに、従来の建築基

準法より緩和された基準で、畜舎等の建築が可

能となる法律でございます。 

 本市が、八代市特定用途制限地域内に建築を

制限しております畜舎は、建築基準法に基づく

建築物でありますが、令和４年４月１日以降、

この畜舎の特例法に基づき認定された畜舎につ

いては、建築基準法の適用が除外されることに

なりますことから、従来の条例では、建築の制

限ができなくなります。 

 そこで、八代市特定用途制限地域においては、

これまでどおり、従来の良好な住環境のまちづ

くりを継続する必要がありますことから、特例

法に基づき認定され、建築基準法の適用が除外

された畜舎であっても、建築できないように、

引き続き制限をかけるために、今回、既存の条

例を改正するものでございます。 

 資料２ページの新旧対照表をお開きください。 

 条例の改正箇所について説明いたします。 

 第１条の趣旨の下線部のところに、畜舎等の

建築等及び利用の特例に関する法律の施行規則

を追加しました。 

 第４条第１項の下線部ただし書以降は、建築

基準法に基づく建築物についてのことを示して

おりますので、認定畜舎は除く旨の記載を追加

しました。 

 別表第１には、特定用途制限地域内に建築し

てはならない建築物を記載しておりますが、そ

の第９項の畜舎について、特例法に基づき、認

定された畜舎も含むように変更しております。 

 後に、条例改正の施行日ですが、今回、条

例改正のきっかけとなりました、畜舎等の建築

等及び利用の特例に関する法律の施行日と同時

の令和４年４月１日からの施行を予定しており

ます。 

 以上で、八代市特定用途制限地域における建

築物等の用途の制限に関する条例の一部改正に

ついて説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑があったらお

願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないでしょうか。そ

れでは、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３８号・八代市特定用途制限地域にお

ける建築物等の用途の制限に関する条例の一部

改正については、原案のとおり決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は御退室願います。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 
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 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（上村哲三君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件です。 

 当委員会の所管事務調査について、何かあり

ませんか。 

○委員（山本幸廣君） 何かありませんかとい

う委員長のあれですけども、今、コロナの状況

はこういう状況でありますからですね、管内の

調査もできないし、所管での調査の中ではです

ね、当分、調査はできないような状況になるん

じゃなかろうかと、本議員は思いますけど、本

委員は。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありますか。 

○委員（木村博幸君） 私も初めてでよく分か

りませんけど、所管事務調査じゃなくて現地調

査みたいなところはこれには含まれないんです

か。 

○委員長（上村哲三君） 現地調査は所管事務

調査の一環です。 

○委員（木村博幸君） ああ、そうですか。 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○委員（木村博幸君） １つですね、気になる

のは、やっぱりＴＳＭＣの関係で、やっぱり八

代の外港地区、この辺の整備をですね、ひょっ

としたら望まれている企業さんがあられるのか

なと。 

 話を聞くと、もう場所がない、企業誘致する

にも場所はありませんよというお話だったので、

そこはやっぱりきちっと見に行って本当に、ど

の辺に何か必要なとこあるんじゃなかろうかな

というのは、やっぱり建設環境委員会でも少し

実態を少し把握しとったほうがいいのかなとち

ょっと思ったところです。 

○委員長（上村哲三君） 小会します、ちょっ

と。 

（午後４時０２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時０４分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 ほかになければ、以上で所管事務調査の件に

ついての調査を終了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上をもって、本日の委員会の日程は全部終

了いたしました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま

す。 

（午後４時０５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和４年３月１１日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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